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第１章 

立地適正化計画の概要

１．立地適正化計画とは（制度の概要） 
２．磐田市立地適正化計画策定の必要性 
３．立地適正化計画の位置づけ
４．計画の構成 
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１．立地適正化計画とは（制度の概要）

（１）立地適正化計画制度創設の背景

・我が国の今後のまちづくりにおいては、多くの自治体が人口の急激な減少と高齢化、また

非常に厳しい財政状況という共通の課題を抱えています。 

・この課題に対応するためには、一定の人口密度が確保されている生活圏のまとまりを公共

交通サービスで結ぶ「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方でまちづくりを

進めることが重要であり、高齢者や子育て世代まであらゆる世代が安心・快適に暮らせる 

生活環境の実現、そして財政面・経済面においては、効率的かつ持続可能なまちづくりの  

経営が求められています。 

・以上のような背景を踏まえ、都市再生特別措置法の一部改正（平成 26 年８月１日施行）

により、市町村による「立地適正化計画」の策定が可能となりました。 

（２）計画の概要

・これまでのまちづくりは、行政主導により土地区画整理事業や都市計画道路、公共下水道

などのインフラを整備してきました。また、高度経済成長を背景とした民間の強い開発需要

をコントロールするために土地利用の規制・誘導を進めてきました。 

・しかし、人口減少下においては、従来の都市計画法による規制に加え、一定の人口密度に

支えられてきた公共交通や生活に必要となる医療・福祉、商業施設等の民間施設の立地にも

着目し、立地適正化計画で定める都市機能増進施設※（以下、誘導施設）への財政・金融・

税制等の支援により、規制と誘導をバランスよくコントロールすることで、施設や居住の立

地の適正化を図っていくことが求められています。 

■人口減少・少子高齢社会に対応するため、国が都市再生特別措置法の改正により、

安心で快適な生活環境を確保し、持続可能な都市経営を推進するまちづくりの 

指針となる「立地適正化計画」を制度化しました。 

■本計画は、これまでの市街地開発事業や土地利用規制といった都市計画による取

り組みに加え、生活に必要となる医療・福祉・商業施設等の都市機能※や居住の

立地の適正化を図り、コンパクトシティに向けた取り組みを推進するものです。 

※都市機能：都市の生活を支える商業や医療・福祉・子育て・教育・防災等の役割（働き）を都市機能と言います。 

※都市機能増進施設：医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設

であって、都市機能の増進に著しく寄与する施設のこと。（都市再生特別措置法第81条第１項） 
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（３）立地適正化計画の目的

・本計画は、都市全体を見渡した上で、市街化区域内に、医療・福祉・商業施設等の都市機

能を誘導する「都市機能誘導区域」と居住を誘導する「居住誘導区域」を設定するとともに、

公共交通等により都市拠点と地域拠点をつなぎ、生活の利便性が高い「コンパクトなまちづ

くり」に取り組みます。 

・なお、本計画は、施設や居住を強制的に短期間で移転させる主旨ではなく、長期的な視点

のもと、国の施策等を活用して都市機能や居住を一定のエリアに誘導し、将来にわたり都市

機能の維持を図ることで、市街化調整区域の住民を含めた市民全体の利便性の向上を目指す

ものです。 

■立地適正化計画のイメージ 

拠点間を結ぶ公共交通サービスは、将来
にわたって維持・充実を図ります。

居住を誘導して人口密度を維持
するエリアを設定します。

居住誘導区域公共交通

日常生活に必要なサービス施設を
立地誘導するエリアと誘導する
施策を設定します。

都市機能誘導区域

地域拠点

地域拠点

地域拠点
都市拠点
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【将来像のイメージ（将来的な都市構造の変化）】 

コンパクトシティ･プラス･ネット

ワーク型の都市構造形成が進むと 

人口減少による空き家

の発生、急激な高齢化
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利便性低下による

人口減少 
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よるまちの中心 

のにぎわい低下 

今の状況が進むと 

人口減少により既存店舗等の維持が難しくなり、
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現 況 

空き家の発生による防

犯・防災リスクの増大

人口減少により既存店舗等の維持が難しくなり、生活圏内（地域内）でサービスが受けられなくなる 

人口減少により既存店舗等の維持が難しく

なり、高齢化が進むものの生活圏内（地域内）

でサービスが受けられなくなる 

人口が減少していくものの、都市基盤施設を維持・管理・更新する範囲は変わらないため、財政への影響が懸念される 

人口減少による空き家

の発生 

コミュニティが希薄と

なり、安心安全な住環 

境や地域の魅力も低下 

人口減少による空き家の発生 

遊休農地

の増加 

コミュニティが希薄となり、安心 

安全な住環境や地域の魅力も低下 

路線バスのサービス

水準低下や人口減少

等による鉄道の減便

人口規模に見合わない

公共施設となり、老朽 

化も進行 

身近な場所で通院やデイサービスが受けられ、 

高齢者やその家族にとっても安心 

身近な場所で子育て・教育施設が充実しているため、

共働きしやすいなど、暮らし方の選択肢が広がる 

人口密度が維持されることで日常生活サービス施設も身近な場所に維持され、

にぎわいある中心地・利便性の高い住環境となる 
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公共交通と徒歩により自由に移動できるまちとなり、公共交通サービスが維持される。

過度に自動車へ依存することなく、高齢者や妊婦等も安心して暮らせる 

人口減少による空き家 

の発生 

コミュニティが希薄と 

なり、安心安全な住環 

境や地域の魅力も低下 

集落部の人口密度が保たれることで、古くから築かれたコミュニ 

ティや公共サービスが維持され、安心安全な住環境も維持される 

職住近接でゆとりあ

るライフスタイル 

集落部の人口密度が保たれることで農地が

適切に保全される 

地域の拠点箇所の人口密度が維持されることで日

常生活サービス施設も身近な場所に維持され、に 

ぎわいある中心地・利便性の高い住環境となる 

職住近接でゆとりあるライフスタイル 
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２．磐田市立地適正化計画策定の必要性 

 ★以下の必要性により、磐田市立地適正化計画を策定します。

（１）生活サービス施設や住居がまとまったコンパクトなまちづくり

本市の総人口は、平成 20年をピークに減少

に転じており、今後も減少が続くと予測されて

います。人口が減少すると、医療や商業などの

生活サービス施設の利用者が減少し、その度合

いによっては施設の移転・撤退などが懸念され

ます。 

このような負のスパイラルに陥らないため

にも、様々な施設と住居がまとまって立地する

コンパクトなまちづくりが求められています。 

また、本市は市町村合併により飛び市街地が

存在しており、各々生活圏が形成されています。

これら生活圏の維持を図るためには、公共交通

等のネットワークを確保し、都市の魅力低下を

防ぐ必要があります。 

（都市機能の持続的な維持に必要な周辺人口） 

出典：「国土の長期展望」中間とりまとめ 概要（平成21年２月、国土審議会政策部会長期展望委員会） 

（１）生活サービス施設や住居がまとまったコンパクトなまちづくり 

（２）生活の利便性が高い市街地の機能維持・充実 

（３）効率的な都市経営ができる人口密度の維持 

（４）都市間競争に遅れをとらないため 
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（２）生活の利便性が高い市街地の機能維持・充実

まちの中心地となっている JR駅周辺や主要な幹線道路沿道は、生活利便性の高い「日常生

活サービス圏※」となっています。日常生活サービス圏の人口割合は、市全域の人口に対し

て約 19％（平成 22 年）で地方都市圏の平均値約 30％より低い状況です。このため、既存の

生活サービス施設の維持を図るとともに、平成 32 年に開業が予定されている JR 磐田新駅を

拠点とした周辺にも都市機能を効果的に誘導する必要があります。 

（JR駅周辺等の日常生活サービス圏（H22 年）） 

JR 駅周辺等は、土地区画整理事業による計画的な住宅市街地整備により、現状は人口密度

が確保されていますが、将来的な人口減少に伴い人口密度が低下し、生活サービスを提供で

きる利便性の高い環境の維持が困難になるおそれがあります。このため、まちの中心地の都

市機能を維持・充実させ、にぎわいのあるまちを形成していくためにも、計画の策定が求め

られています。

出典：国土数値情報、国勢調査データを基に作成 

（JR駅周辺等の人口密度分布（H22 年）） 

日常生活サービス圏の人口割合（H22年） 
市全域：約19％ 

地方都市圏（概ね30万人）平均値：約30％ 

※日常生活サービス圏：「都市構造の評価に関するハンドブック（国土交通省）」に基づく、生活サービス施設（医療・

福祉・商業施設等）及び基幹的公共交通（バス30本／日以上）の全てのサービスを徒歩圏

※で利用できるエリア 

※徒歩圏：「都市構造の評価に基づくハンドブック」（国土交通省）に基づく一般的な徒歩圏半径800mを採用 
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（３）効率的な都市経営ができる人口密度の維持

都市における人口密度が低下すると、下記グラフのとおり、生活サービスなどにかか

る住民一人あたりの行政コストは増大します。人口減少に伴い、財政的にも厳しい状況

下が予想される本市においても、各種行政サービスを維持するためには、拠点やその周

辺等を中心に人口集積を図る「コンパクトにまとまりある市街地」を形成し、効率化を

図っていくことが求められます。 

本市の市街化区域内における人口密度は、将来的な人口減少に伴い、30 年間で７人／

ha 低下する見通しであり、その維持が求められています。 

（市町村の人口密度と行政コストの関連性） 

出典：「国土の長期展望」中間とりまとめ 概要（平成21年2月、国土審議会政策部会長期展望委員会） 

（本市の市街化区域内における人口、人口密度変化の見通し） 

人口 人口密度 

H22 年 約 93,000 人 約 34 人／ha 

H52 年 約 75,000 人（－18,000 人） 約 27 人／ha（－７人／ha） 

※H22 年は、国勢調査値（H22）より算出 

※H52 年は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値に市街化区域人口と市街化調整 

区域人口の人口割合（H22）を乗じて算出 
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（４）都市間競争に遅れをとらないため

立地適正化計画に基づくコンパクトなまちづくりに向けた取り組みには、国の財政・金融・

税制等の支援や都市計画上の特例措置等の活用を検討できるようになります。特に、民間事

業者が都市機能誘導区域内に施設整備を行う際、これらの支援等を検討することで都市機能

施設の誘導の促進につながります。 

全国的にも立地適正化計画の策定作業が進められており、平成 28 年 12 月末時点で、全国

309 都市、静岡県内では本市を含む 17都市が計画の策定に向け取り組んでいます。 

本市においても、磐田市都市計画マスタープランの基本方針にある「都市機能のコンパク

ト化の推進」を具現化する手法の一つとして、国の施策・支援制度の活用が求められます。 

国では、今後、急激に進む人口減少・少子高齢社会に大変危機感を抱き、「コンパクト   

シティ・プラス・ネットワーク型のまちづくり」に力を入れ立地適正化計画の策定を推進し

ています。そのため、この計画に関連する地域交通・中心市街地活性化・公共施設再編・防

災関連等の多岐にわたる事業へ交付金等の活用が見込まれ、本市でも、都市局の整備事業は、

都市基盤に関連する重要な事業が多く、計画的に事業を進めるうえでもこれらを活用した財

源確保が求められます。 

参考 

○本市の想定される主なまちづくり関連の整備事業 

・ＪＲ新駅周辺の整備事業 

・新貝、鎌田地区の土地区画整理事業 

・公共下水道整備事業 

・都市計画道路の整備事業 

・ポンプ場の整備事業 

・公園の整備事業 

・避難施設等の防災関連事業 

・コミュニティ消防センター建設事業 
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３．立地適正化計画の位置づけ

・本計画は、医療・福祉・商業施設等の都市機能や居住、公共交通等に関する包括的な計画

で、都市全体を見渡したマスタープランとして下記のとおり位置づけされています。 

■ 関連計画の位置づけ 

（磐田市全体の計画） 

磐田市都市計画マスタープラン 

磐田市立地適正化計画 

○県が一市町村を超えた広域的な視点

から定める都市計画 

○都市計画の目標や区域区分の有無 

○主要な都市計画の決定方針 等 

（静岡県策定） 

○市総合計画における土地利用に関すること 

○まちづくりの将来像や目標 

○土地利用の基本方針 

○道路や公園、下水道の基本方針 等 

○都市計画の目標や区域区分の有無

○都市計画マスタープランに

おける「コンパクトなまち 

づくりの推進」を具現化す 

る計画 

○市街化区域内に生活に必要

となるサービス施設や住宅

の立地を緩やかに誘導 
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４．計画の構成 

（１）計画書の構成

本計画書の構成は、以下のとおり本市の現況や都市構造の分析等から導き出される課題を整

理し、立地適正化計画の基本的な考え方を検討の上、都市機能誘導区域や誘導施設、居住誘導

区域の設定など計画を実現するために必要な事項をとりまとめます。 

■ 計画書の構成 

第１章 立地適正化計画の概要 

第２章 磐田市の現況 

第４章 磐田市における立地適正化計画の基本的な考え方 

第７章 居住誘導区域 
第５章 都市機能誘導区域 

第６章 誘導施設 

第８章 誘導施策 

第９章 計画の評価指標 

第３章 磐田市の課題 

第 10章 立地適正化計画の進行管理 
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（２）計画区域

本計画を策定することのできる区域は、 

都市再生特別措置法第 81条第１項に基づ 

き都市計画区域（市北部の山間部を除く） 

を対象とし、都市機能及び居住の誘導区域 

や誘導のための施策については、市街化区 

域内を対象に設定します。 

（３）計画期間

本計画の計画期間は、概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、上位計画との整合を図る観点

から、磐田市都市計画マスタープランの計画期間である平成30年から平成49年までとします。 

 また、本計画は概ね５年毎に評価指標により効果の検証を行うことを基本とし、第２次磐田

市総合計画や磐田市都市計画マスタープランの改定等の際は、必要に応じて見直しを行うもの

とします。 

計画期間：平成 30 年～平成 49 年 

立地適正化計画の計画区域：都市計画区域 

都市計画区域 

都市計画区域外

市街化区域 
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第２章 

磐田市の現況

１．上位・関連計画の整理 
２．磐田市の現況分析 
３．市民の意向 
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１．上位・関連計画の整理

★立地適正化計画を策定する上で、上位計画や関連計画を整理し、目指すべき将来像や都市構

造との整合を図ります。 

（１）第２次磐田市総合計画

立地適正化計画に関連する項目 

・本市の特性を活かしたコンパクトなまちづくりの形成 

・各拠点に応じた商業・業務機能等の誘導と居住の誘導 

・自然災害や防災への対応力を高め、快適に暮らすことができる土地利用を推進 

【策定】平成 29年３月 

【計画期間】平成 29～38 年度 

【まちの将来像】たくさんの元気と笑顔があふれるまち 磐田

～今までも、これからも ずっと磐田～

【土地利用構想】

・本市の特性を活かしたコンパクトな 

まちづくり

・子どもから高齢者までみんなが安心 

して暮らせる土地利用

・多くの交流や新たな産業活動の展開 

を促す土地利用

・まちの活力が次代に持続する土地利用

【土地利用の基本的な考え方】 

自然環境に配慮した土地利用 

・豊かな自然環境の保全・継承と、  

自然環境に配慮した土地利用を推進

持続的な発展ができる土地利用 

・産業振興を図るとともに、快適な  

居住環境の整備を進め、本市の発展

につながる土地利用を推進

安全で快適な土地利用 

・自然災害や防災への対応力を高める

とともに、安全で快適に暮らすこと

ができる土地利用を推進

（土地利用構想図） 
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（２）静岡県区域マスタープラン

立地適正化計画に関連する項目 

・各地域の中心部に拠点を配置しまとまりある市街地を形成 

・拠点間連携を強化するため交通ネットワークを計画的に構築 

【策定】平成 29年３月 

【目標年次】平成 42 年（整備目標は平成 32年） 

【都市計画の目標（市街地像）】

・本区域は、自然の樹林地、公園、緑

地が十分に確保されており、将来に

おいても周囲を大規模な自然緑地に

囲まれた緑豊かな市街地形成

・JR 磐田駅周辺を都市拠点とし、福

田地域、竜洋地域、豊田地域及び豊

岡地域の各中心部に副次的な拠点を

配置

・各拠点においてまとまりのある市街

地の形成を図るとともに、これら拠

点の連携を強化するため、交通ネッ

トワークを計画的に構築し、自立性

を高めた都市圏を形成

（将来市街地像図） 
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（３）磐田市都市計画マスタープラン

立地適正化計画に関連する項目 

・JR 駅からの徒歩圏や基幹的なバス路線の沿線等、公共交通の利便性が高く、

将来にわたり一定の人口密度を保てるエリアに医療・福祉・商業等の都市機能や 

居住を誘導 

・JR 磐田駅周辺は、商業・医療・福祉等の多様な都市機能や都市型住宅の誘導 

・JR豊田町駅及び JR 磐田新駅周辺は、にぎわい創出と地域住民の日常生活に必要と

なる都市機能や居住を誘導 

・遠州豊田 PAスマート IC 周辺の商業機能の維持 

・豊田、竜洋、福田地区の拠点には、日常生活に必要となる都市機能や居住を誘導 

【策定】平成 30年３月 

【計画期間】平成 30～49 年※策定中 

【将来都市像】まちの活力が時代に持続する都市
ま ち

 磐田

【都市づくりの目標】

・磐田市の特性を活かした「コンパクト

シティ・プラス・ネットワーク」型の

都市づくり

・広域都市基盤を活かした市の活力を高

める都市づくり

・効果的な都市基盤整備や土地利用の適

正誘導による安全性の高い都市づくり

・地域の特性を活かした官民連携による

都市づくり

【将来都市構造】

将来都市構造構築の二つの視点 

①市民の持続可能な暮らしや自然との共生 

を実現する 

②産業活性化により市の活力を高める 

（将来都市構造図） 



20 

２．磐田市の現況分析

（１）人口動向

人口動向のまとめ 

・総人口は平成 20年をピークに今後も減少が続く予測 

・年少及び生産年齢人口割合が減少し高齢者人口割合は増加、今後も同傾向の予測 

・都市計画区域の約 17％を占める市街化区域に約 55％の人口が集積し、区域区分制度

により一定のコンパクト化が図られている 

・市街化区域の特に中心市街地で人口密度が低下する予測 

本市の総人口は、平成 20年をピークに平成 27 年５月末現在で約 17.1 万人まで減少してい

る状況です。 

一方、世帯数は核家族化等が進み増加傾向にあります。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、概ね 25 年後（平成 52年）の総人口は約 13.6

万人となり、急速な人口減少が予測されています。 

（人口・世帯の推移）

出典：第２次磐田市総合計画、推計値は磐田市人口ビジョン及び国立社会保障・人口問題研究所、 

世帯数は国勢調査（総務省統計局） 

推計値（社人研）

推計値(磐田市人口ビジョン)

推計値

最大値 177,185 人（H20 年） 
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年少人口割合（0～14歳）は、昭和 60 年をピークに減少傾向にあり、今後も減少が続くと

予測されています。 

生産年齢人口割合（15～64 歳）は、平成７年をピークに減少傾向にあり、今後も減少が続

くと予測されています。 

老年人口（65 歳以上）は増加傾向にあり、平成 27 年には高齢化率が 25.4％となっていま

す。静岡県の高齢化率は約 28％であり、県平均よりも低い水準にありますが、本市も既に「超

高齢社会」に突入しています。 

（年齢３区分別人口割合の推移） 

出典：第２次磐田市総合計画､推計値は国立社会保障・人口問題研究所 

（高齢化率の推移（500ｍメッシュ毎）） 

20.4% 17.3% 15.2% 14.1% 13.9% 13.7% 12.6% 11.8% 11.1% 10.8% 10.8%

68.0% 68.6% 68.1% 67.7% 65.1% 60.9% 57.0% 55.9% 55.1% 54.2% 51.7%

11.6% 14.1% 16.6% 18.2% 21.1% 25.4% 30.4% 32.3% 33.8% 35.0% 37.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ｈ2年 Ｈ7年 Ｈ12年 Ｈ17年 Ｈ22年 Ｈ27年 Ｈ32年 Ｈ37年 Ｈ42年 Ｈ47年 Ｈ52年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

【Ｈ22】 【Ｈ52】 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 

推計値
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78,993
85,457 89,441 93,342 92,866

78,226 77,210 76,561 77,557 75,759

157,219
162,667 166,002

170,899 168,625

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H2年 H7年 H12年 H17年 H22年

（人）

住居系
28.80%

混在系
30.10%

商業系
4.60%

工業系
36.50%

第一種低層

住居専用

10.90%

第二種低層住居専用
0.70%

第一種中高層

住居専用
10.00%

第二種中高層

住居専用

7.20%

第一種住居
23.10%第二種住居

5.30%

準住居

1.60%

近隣商業
3.40%

商業

1.30%

準工業

5.90%

工業
12.30%

工業専用
18.30%

市域の約 99％を占める都市計画区域（16,296ha）のうち約 17％が市街化区域となっており、

市街化区域内の用途地域別では、約 18％が居住できない工業専用地域です。 

平成 22 年の人口構成では、市街化区域に、総人口の約 55％にあたる約 9.3 万人が居住し、

市街化調整区域に、総人口の約 45％にあたる約 7.6 万人が居住しています。 

平成 17 年までの人口増加は、その多くが市街化区域内での増加となっており、区域区分制

度により、一定のコンパクト化が図られています。 

（区域区分ごとの人口推移） 

市街化区域 

市街化調整区域 

市全体 

（用途地域の面積構成比） （区域区分ごとの人口構成比） 

出典：都市計画基礎調査（Ｈ23） 出典：国勢調査（Ｈ22） 

出典：都市計画基礎調査（Ｈ23） 
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平成 22 年の市街化区域内の人口密度は約 34人/haであり、本市の中心市街地である JR 磐

田駅北側等で人口密度が高くなっています。一方、市街化調整区域の人口密度は約６人/ha

であり、低密度な街並みが広がっています。 

市街化区域内の人口密度は、平成２年から平成 22年にかけて僅かに上昇していますが、平

成 52年にかけて徐々に低下していくことが予測されており、特に中心市街地で人口密度の低

下が顕著に表れています。 

市街化調整区域の人口密度は、平成２年から平成 22 年にかけて横ばいの状況となっていま

すが、平成 12 年から平成 22 年にかけて宅地化が進行したことにより、10 人/ha 未満の低密

度なエリアが拡大しています。 

（人口密度の推移（500ｍメッシュ毎））
単位：人/ha 

H2 H7 H12 H17 H22

市全体 9.6 10 10.2 10.5 10.3 

市街化区域 29.7 31.5 33.0 33.8 33.7 

市街化調整区域 5.6 5.7 5.6 5.7 5.6 

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所

【H22】 【H52】 

※ 100ｍメッシュ毎の推計値お

よび表内の推計値は、過去

（H17～22）の出生率や移動

率の傾向を前提としたもの

で、社会移動を考慮しない

（完全封鎖）コーホート推計

の推計値を採用しています。

また、各表内の H22 の値は実

績値（H22 都市計画基礎調査

より）です。H52 については、

H22の市街化区域内の人口と

周辺メッシュの人口比率を

用いて算出しています。 

（非可住地面積含む） 
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（２）土地利用等の状況

土地利用等のまとめ 

・DID 地区面積は拡大しているが、地区内人口密度は低下しており市街地が低密度化 

・市街化区域内は、住宅用地と工業用地の占める割合が高く、市域の外周部にも工業用

地が集積 

・中心市街地周辺から外縁部へ広がるように計画的な市街地開発事業を実施し、本市の

拠点形成に寄与している 

昭和 60年の DID 地区は、JR磐田駅北側から国道１号南側までの商業地域を中心に展開し、

その後は、周縁部へと拡大し、地区面積は平成 22年までの間に約 570ha から約 1,480ha に増

加しました。 

また、地区内人口が昭和 60 年から平成 22 年にかけて約 2.2 倍になったのに対し、地区面

積は約 2.6 倍に拡大しており、市街地の低密度化が進行しています。 

出典：都市計画基礎調査 

年次 人口(人) 面積(ha) 人口密度(人/ha)

S60年 31,902 570 56.0 

H 2 年 35,364 700 50.5 

H 7 年 44,793 890 50.3 

H12年 57,080 1,140 50.1 

H17年 61,666 1,215 50.8 

H22年 68,790（対Ｓ60：約2.2倍） 1,477（対Ｓ60：約2.6 倍） 46.6 

Ｓ60 Ｈ2 Ｈ7 

Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 

中泉・見付地区 周縁部に拡大 

福田地区に

拡大 

豊田･竜洋地

区に拡大 

東部地区に

拡大 

（DID 地区の変遷） 
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都市計画区域内では、住宅・商業・工業・公共施設用地等の都市的土地利用が約 39％、農

地・山林・水面等の自然的土地利用が約 61％となっており、市街化区域内では、都市的土地

利用が 91％を占めています。また、市街化区域内の住宅・商業用地を囲むように市域の外周

部に工業用地が集積しています。 

（土地利用現況） 

区 分 面積（割合） 

都
市
的
土
地
利
用

住宅用地 2,005.1 (12.3) 

商業用地 378.1  (2.3) 

工業用地 1,080.1  (6.6) 

農業施設用地 61.3  (0.4) 

公益施設用地 383.6  (2.4) 

道路用地 1,509.1  (9.3) 

交通施設用地 51.0  (0.3) 

その他公的施設用地 279.9  (1.7) 

その他の空地 567.0  (3.5) 

小 計 6,315.1 (38.8) 

区分 面積（割合） 

自
然
的
土
地
利
用

田 2,563.5 (15.7) 

畑 2,413.4 (14.8) 

山林 2,589.5 (15.9) 

水面 812.7  (5.0) 

自然地 1,145.4  (7.0) 

その他自然地 456.5  (2.8) 

小 計 9,980.9 (61.2) 

出典：都市計画基礎調査（Ｈ23） 
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本市では、計画的な市街地開発事業を実施しており、現在進めている新貝地区、鎌田地区、

美登里地区の整備が完了すると、市街化区域の約 21％にあたる約 593ha で道路や公園などの都

市基盤が整備された市街地が形成されます。また、中心市街地から外縁部へ広がっていくよう

に市街地整備が進められてきており、本市の拠点形成に寄与しています。 

（市街地開発事業等の整備状況）

出典：都市計画基礎調査（H23）
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（３）法規制・防災等の状況

法規制・防災等のまとめ 

・市街化区域内の土砂災害（特別）警戒区域は、岩井地区の国道１号南側沿道やヤマハ

スタジアム北側等に複数分布 

・天竜川、太田川等の洪水浸水想定区域は低地部の広範にわたり、洪水被害のシミュレ

ーション結果では、市街化区域内の一部に浸水エリアがみられる 

・市街化区域内の津波浸水想定区域は、一部の住居系エリアで浸水深 0.32ｍ未満となっ

ており、沿岸部では海岸堤防の整備が進められている 

農業振興を目的とした農業振興地域（13,062ha※）、農用地区域（3,955.2ha※）や、良好な

自然環境の保全を目的とした地域森林計画対象民有林（2,674.1ha※）、自然環境保全地域

（50.5ha※）、海岸保全地域（217.2ha※）の他、災害防止関連の区域として土砂災害（特別）

警戒区域が指定されています。 

市街化区域内では、岩井地区の国道１号南側沿道などで土砂災害（特別）警戒区域が複数分

布し、その他保安林区域１箇所、災害危険区域１箇所などが指定されています。 

※平成 23年時点 

（法規制の状況） 

出典：都市計画基礎調査（H23）、国土数値情報（H22）
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天竜川、太田川等の洪水による浸水想定区域は、低地

を中心に広範にわたっています。（上図） 

また、近年で最大の総雨量を記録した平成 16 年の集

中豪雨の洪水被害を基に浸水シミュレーションを行い

（下左図）、平成 26年時点のポンプ場等の整備状況を踏

まえたシミュレーション結果（下右図）では、市街化区

域内の居住地の一部に浸水エリアがみられます。 

平成 10年 9月

洪水 

平成16年11月

洪水 

時間最大雨量 61mm 68mm 

総雨量 221mm 257mm 

浸水面積 334 ha 472 ha 

床上・床下浸水 308 棟 224 棟 

備考 
本市 2,290 世

帯に避難勧告 

【計算条件：天竜川】 

・1/150 確立 

・2 日間総雨量 318mm 

・指定年月日：H14.3.15 

【計算条件：太田川】 

・1/50 確立 

・24 時間総雨量 355.1mm 

・指定年月日：H15.3 及び H18.3 

（参考：洪水浸水想定区域） 

【平成 26年時点の整備状況でシミュレーション】 

出典：磐田市天竜川浸水想定区域マップ、磐田市太田川浸水想定区域マップ

【平成 16年時点の整備状況でシミュレーション】 

出典： 僧川流域総合的治水対策予想解析結果

（平成 16年 11 月の集中豪雨に基づく洪水浸水想定箇所） 

【近年の集中豪雨の状況】 
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市全域が、南海トラフ地震への防災・減災対策を推進する「南海トラフ地震防災対策推進地

域」に指定されており、静岡県第４次地震被害想定（レベル２）における津波の浸水深は、沿

岸部に４～５ｍの区域が存在するものの、市街化区域内では、工業系用途地域の一部箇所が２

ｍ以上、居住地では概ね 0.3ｍ未満となっています。また、津波避難施設 123 ヶ所を各地域に

指定し、沿岸部では海岸堤防の整備を進めています。 

（津波浸水想定区域（静岡県第４次地震被害想定レベル２））

出典：磐田市津波防災地域づくり推進計画（H27） 

凡 例 
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（４）生活サービス施設の立地状況（医療・福祉・商業など）

生活サービス施設の立地状況のまとめ 

・JR駅周辺や地域の拠点、主要な幹線道路沿道に生活サービス施設が集積 

・市街化区域面積の約 35％が生活利便性の高い「日常生活サービス圏」となっており、

現状を維持することができればサービス水準は高い 

・一方、「日常生活サービス圏」においても、人口減少が予測されておりサービス水準

の低下が懸念される 

病院（病床 20床以上）が９ヶ所、診療所

が 59ヶ所立地しています。 

病院は市街化調整区域、診療所は駅周辺

や幹線道路沿道の立地が多く、市街化区域

内の人口密度が高いエリアでは、大部分が

施設の徒歩圏内となっています。 

※いわた医療・介護ガイドブック 2016 年版（平成 28年 2月）

医療施設 

※「都市構造の評価に基づくハンドブック」（国土交通省）に

基づく一般的な徒歩圏半径800mを採用 
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訪問系施設が 22 施設、通所系施設が 89施設、小規模多機能施設が３施設立地しています。 

訪問系施設は公共交通沿線、通所系施設は市域に広く分布しています。 

幼稚園・認定こども園は市街化調整区域、保育園は市街化区域やその周辺に立地が多くなっ

ています。 

※平成28年３月時点の施設立地状況              ※平成28年３月時点の施設立地状況

※厚生労働省の「地域包括ケアシステム」の日常生活圏域を想

定して各施設から半径1,000ｍ圏を設定 

高齢者福祉施設 子育て施設 



32 

スーパーマーケットは JR 駅周辺や地域の拠点に立地しており、特に JR 磐田駅周辺に集積し

ています。また、市街化調整区域では、豊岡地区の幹線道路沿道に立地しています。 

コンビニエンスストアは市内に広く分布しています。 

銀行が９ヶ所、信用金庫が 20 ヶ所、郵便局が 23 ヶ所、JA が 17 ヶ所、ATM が 92 ヶ所立地し

ています。市街化区域内を中心に立地し、郵便局・JA・ATM については、一定の人口分布が見

られる市街化調整区域にも分布しています。 

※平成 28年３月時点の施設立地状況              ※平成 28年３月時点の施設立地状況

金融施設 商業施設 
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医療・福祉・商業等の生活サービス施設や行政施設は、JR 磐田駅・JR 豊田町駅周辺、豊田・

竜洋・福田地区の中心部に特に集積しています。また、遠州豊田 PAスマート IC周辺、国道 150

号・（県）磐田袋井線等の幹線道路沿道では、商業地域・近隣商業地域・準住居地域の用途地域

に指定されていることから生活サービス施設が集積しています。 

（生活サービス施設と行政施設の集積状況） 

拠点内に集積

拠点内に集積 

拠点内に集積拠点内に集積

商業系等の用途

地域内に集積 

幹線道路沿道に集積 

幹線道路沿道

に集積

幹線道路沿道

に集積

大規模商業施設 
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下図に示す日常生活サービス圏※では、生活サービス施設と公共交通のすべてのサービスを

徒歩圏で利用できる生活の利便性が高いエリアとなっています。 

しかし、このサービス圏（市街化区域内）においても、平成 22 年から平成 52 年にかけて人

口が約 6,000 人減少すると予測されています。これにより、施設や公共交通の利用者の減少が

懸念されます。 

（日常生活サービス圏の人口カバー率） 

圏域面積 

（面積カバー率） 

圏域人口（人口カバー率） 

H22 H52 

市全域 
918ha 

（5.6%） 

31,893人 

（18.9%） 

25,270人 

（18.6％） 

市街化区域内 
677ha 

（24.1%） 

27,368人 

（35.4%） 

21,435人 

（33.7%） 

※下段カッコは人口カバー率 

※総人口：H22 年 168,625 人（国勢調査）、H52年 135,621 人（社人研） 

※市街化区域内人口：H22年 77,253 人、H52年 63,609 人（GIS による計測） 

※日常生活サービス圏：生活サービス施設（医療・福祉・商業等）及び基幹的公共交通（バス30本／日以上）の全ての

サービスを一般的な徒歩圏半径800ｍで利用できる生活利便性の高いエリア 
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（５）公共交通の状況

公共交通の状況のまとめ 

・鉄道駅や路線バスの移動分担率は１割に満たない 

・人口密度が高いもののバス路線がない箇所も存在し、竜洋地区は中心部までの基幹的

公共交通路線がない 

・基幹的公共交通路線（バス 30 本／日以上）の徒歩圏内人口は、大幅に減少する予測

であり、利用者の減少から路線の維持が困難になることが懸念される 

本市の公共交通は、２本の鉄道が通り東海道本線には JR 磐田駅及び JR 豊田町駅、天竜浜名

湖鉄道には上野部駅、豊岡駅及び敷地駅があり、平成 32 年には JR 磐田新駅の開業を予定して

います。 

路線バスは、近隣の浜松市・袋井市等と本市を結ぶ広域７路線が運行しており、JR 磐田駅を

中心に放射状に路線網を形成しています。 

本市の移動分担率は自家用車が７割近くを占めており、その依存度は年々高まっています。

一方で、鉄道・バスといった公共交通手段の分担率は１割に満たず、利用者数の減少からバス

路線の縮小が続いています。このような中、交通の不便な地域を補完するためデマンド型乗合

タクシーが導入されています。 

出典：国勢調査（H22） 

（市内の移動分担率） （公共交通ネットワーク） 

 主要バス路線
（30本/日以上）

 主要バス路線
（30本/日未満）

 デマンド型乗合タクシー
 運行地区

 主要結節点

 ＪＲ東海道本線

 タクシー運行区域

凡　例
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路線バスは、近隣の浜松市・袋井市等と本市を結ぶ広域７路線のうち、運行頻度の高い基幹

的公共交通路線（バス 30 本／日以上）は、「磐田市立病院福田線」「中ノ町磐田線」「磐田天竜

線」の３路線となっており、豊田地区や竜洋地区の人口密度が高い箇所等に路線がない状況で

す。 

基幹的公共交通路線の徒歩圏内人口は、平成 22年から平成 52 年にかけて市全域で約 11,000

人、市街化区域内では約 6,600 人減少すると予測されています。これにより公共交通利用者の

減少や高齢者の外出機会の減少につながることが懸念されます。 

（基幹的交通路線（利便性の高い公共交通路線）の利用圏） 

H22 H52 

公共交通全路線 基幹的公共交通 公共交通全路線 基幹的公共交通 

市全域 
96,175人 

（57.1%） 

54,091人 

（32.1%） 

78,272人 

（57.7％） 

43,480人 

（32.1％） 

市街化区域内 
53,918人 

（69.8%） 

33,856人 

（43.8%） 

44,469人 

（69.9％） 

27,302人 

（42.9％） 

※下段カッコは人口カバー率 

※総人口：H22 年 168,625 人（国勢調査）、H52年 135,621 人（社人研） 

※市街化区域内人口：H22年 77,253 人、H52年 63,609 人（GIS による計測） 

出典：各バス会社の路線図及び時刻表 

公共交通の利便
性の高いエリア
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（６）財政等の状況

財政等の状況のまとめ 

・自主財源比率の低下や地価が下落傾向にあることから、今後の人口動向等によっては

財源確保がさらに困難になることが懸念される 

・高齢化による扶助費の増加 

・インフラの老朽化に対応した維持管理更新コストの増大が懸念される 

本市の公的な施設数は 701 施設、延床面積は約 56.1 万㎡となっています。ハコモノ施設・イ

ンフラ資産（建物）は、昭和 40 年代から昭和 60 年代にかけて施設整備が大きく進み、整備後

30 年以上が経過している建物が占める割合は、施設数ベースで 37.7％、延床面積ベースで

56.0％となっています。インフラ資産（建物除く）は、橋りょうや上水道管路の一部が昭和 20

年から昭和 30年代に設置されていることから、計画的な更新が求められています。 

平成 23 から平成 26 年度投資的経費の平均値を基準にすると、ハコモノ施設・インフラ資産

（建物）は毎年度 38.6 億円、インフラ資産（建物除く）は 23.8 億円の不足が生じることにな

ります。 

（ハコモノ施設・インフラ資産（建物）の更新費用）

（インフラ資産（建物除く）の更新費用）

出典：磐田市公共施設等総合管理計画（H27） 
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歳入状況は、直近 10年間は 600 億円前後を推移しています。構成を見ると、市税が毎年 250

～300 億円程の歳入額となっており、約 4 割強と最も大きな割合を占めています。今後、人口

減少が進行する中で、市税収入は減少することが見込まれ、自主財源比率が低下することも想

定されます。 

歳出状況を性質別に見ると、任意では削減しにくい義務的経費が約半数を占めています。特

に、生活保護や医療費助成等に係る扶助費の占める割合が年々高まっており、今後高齢化の進

展する中で、さらなる増加が想定されます。 

今後の都市経営においては、人口減少下にあっても財政運営の持続性を確保することが必要

となります。 

（歳入構造の変化） 

（歳出構造の変化） 

出典：磐田市公共施設等総合管理計画（H27）
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過去 10 年間の地価公示価格の推移を見ると、市全域で下落傾向にあり、平成 21 年以降に下

落の幅が大きくなっています。 

中心市街地内については、中心都市拠点・地域拠点内と比較して平成 18 年からの変動率が小

さいものの、10 年間での地価の平均価格低下が最も著しくなっています。 

地価の下落は市税収入の減少につながるため、持続性のある自治体経営に向けて対策が求め

られます。 

（地価の平均価格推移）            単位：円 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

市街化区域 61,464 62,100 62,476 62,114 60,595 59,752 59,014 58,276 57,833 57,348

市街化調整区域 37,583 37,540 37,480 37,160 36,040 35,200 34,320 33,740 33,280 32,800

中心都市拠点・都

市拠点・地域拠点 
70,683 72,809 73,182 72,864 71,136 70,173 69,518 68,945 68,718 68,373

中心市街地(中心

都市拠点) 
75,611 74,989 75,256 74,911 73,078 72,033 71,467 71,267 71,444 71,411

※中心都市拠点：JR磐田駅周辺   都市拠点：JR豊田町駅周辺・JR磐田新駅周辺 

地域拠点：旧来からある豊田地区・竜洋地区・福田地区の中心部 

（地価の変動率推移） 

※過去 10年間（平成 18年～27年）のデータがそろっている地点を対象とし、変動率は平成 18年を「1.0」とした指数の

平均として算出している。        出典：国土交通省地価公示データを基に作成
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0.93

0.95
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（変動率）

市街化区域 市街化調整区域

中心都市拠点・都市拠点・地域拠点 中心市街地（中心都市拠点）
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３．市民の意向

市民の意向のまとめ 

・「集約連携型都市構造」の考え方は、多くの回答者が「必要」としている 

・必要な都市機能としては、各駅ともに「商業施設（物販、娯楽飲食）」と「医療施設」

が多くあげられている 

立地適正化計画の策定にあたり実施した市民アンケート調査では、以下のような結果が挙げら

れました。

実施期間：平成 27年９月 

配布数：3,040 件（無作為抽出）  回収数：1,640 件（回収率 53.9%）

「住宅地としての住みやすさ」、「買

い物の便利さ」等が満足度の高い項目

としてあげられています。 

一方で「磐田駅周辺の商業施設の充

実」、「徒歩・自転車移動のしやすさ」、

「公共交通の充実」等に対する満足度

が低くなっています。 

今後のまちづくりにおいては、「水

害・土砂災害に対する防災対策」、「災

害に強い市街地づくり」、「交通弱者の

移動手段の確保」等が重要視されてい

ます。 

満足度が高い項目（上位５項目）

項目名 割合

住宅地としての住みやすさ 45.3% 
買物の便利さ 36.9% 
ごみ処理施設の整備 26.8% 
自然環境や農地の保全 24.7% 
下水道整備 20.4% 

※割合：満足・やや満足の回答割合

重要度が高い項目（上位５項目）

項目名 割合

水害・土砂災害に対する防災対策 73.9% 
災害に強い市街地づくり 72.2% 
交通弱者の移動手段の確保 69.0% 
防災拠点整備による地域防災の向上 67.6% 
買物の便利さ 62.9% 

※割合：重要・やや重要の回答割合
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人口減少・少子高齢化の到来を背景とし

た「集約連携型都市構造」の考え方は、多

くの回答者が「必要」としています。 

JR 磐田駅・JR 豊田町駅のほか、新たに設置される JR 磐田新駅に必要な都市機能としては、

各駅ともに「商業施設（物販、娯楽飲食）」と「医療施設」が多くあげられています。 

駅別では、JR 磐田駅で「商業施設（物販・娯楽飲食）」、JR 豊田町駅で「商業施設（物販）、

医療施設」、JR 磐田新駅で「商業施設（物販・娯楽飲食）」を求める意向の割合が多くなってい

ます。 
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第３章 

磐田市の課題

１．都市構造上の課題と対応 
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１．都市構造上の課題と対応

★磐田市の現況分析から、以下のとおり本市の都市構造上の課題と求められる対応について

整理しました。 

（１）人口動向に関する課題と対応 ⇒第4章 方針１・２へ
課   題 対   応 

総人口は平成 20 年をピークに今後も減
少し、市街化区域においても減少が予測
されている【 P20 人口・世帯の推移】

年少、生産年齢人口割合が減少する一方
で高齢者数、高齢化率は上昇
【 P21 年齢別人口割合の推移】

特に中心市街地での人口密度が低下 
【 P23 人口密度の動向】

人口減少、少子高齢化を前提とした
まちづくり 

人口減少下での居住環境の確保 

人口減少を緩やかにするための定住
促進 

過度に車に頼らず、徒歩や自転車で
の暮らしを可能とする都市構造の構
築 

人口減少下での地域コミュニティの
維持 

（２）土地利用等に関する課題と対応 ⇒第4章 方針１へ
課   題 対   応 

DID 地区が拡大する一方で地区内の人口
密度は低下（市街地拡散・低密度化）  
【 P24 人口集中地区(DID 地区)の変遷】

計画的な市街地開発事業が実施されてい
るが完了から 40 年以上経過している地
区では空き家等の発生が懸念される 
【 P26 市街地整備の状況】

区域区分制度により、市街地の拡散、
低密度化の抑制、郊外開発の抑制を
図る 

空き家対策（利活用・撤去） 

（３）生活サービス施設の立地に関する課題と対応 ⇒第4章 方針２・３へ
課   題 対   応 

医療、福祉、子育て施設は、幅広く分布
しサービス水準は高いが、人口減少下で
サービスが維持できるかが重要となる
【 P30～P32 生活サービス施設の立地状況】

生活サービス施設及び基幹的公共交通の
全てのサービスを徒歩圏で利用できる利
便性の高いエリアにおいても、人口減少
が予測されている         
【 P34 生活の利便性が高いエリアの状況】

JR 磐田新駅周辺には、地域の生活利便の
向上を図る生活サービス施設が必要 
【 P33生活サービス施設と行政施設の集積状況】

人口減少下での生活サービス施設
の維持 

生活サービス施設の利用者確保 

不足している生活サービス施設の
誘導 

不足機能を補完するための公共交
通を確保 

JR 磐田新駅周辺には、民間活力の活
用等、効果的に都市機能を誘導 
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（４）公共交通に関する課題と対応 ⇒第4章 方針３へ
課   題 対   応 

鉄道・バスの利用が１割未満であり、バス
路線の縮小が続いている       
【 P35 公共交通の状況】 

基幹的公共交通沿線においても人口減少
が予測されており、利用者の確保が必要
【 P36 路線バスの状況】 

人口密度が高い豊田・竜洋地区等において
基幹的公共交通路線が確保されていない 
【 P36 路線バスの状況】

人口減少下での既存交通網の維持
と利用者の確保 

デマンド型乗合タクシーの充実 

（５）災害等に関する課題と対応 ⇒第4章 方針４へ
課   題 対   応 

津波、土砂災害等の災害リスクがあるエリ
アが広範囲にわたっており、市街化区域内
においても一部存在している     
【 P27～P29 法規制・防災等の状況】

災害リスクの高い箇所における住
宅開発の抑制 

災害リスクの少ないエリアへ居住
を誘導 

施設整備等による防災機能の向上
や災害発生時の迅速な情報提供に
より人的・物的被害の軽減を図る 

（６）財政に関する課題と対応 ⇒第４章 全ての方針に関連
課   題 対   応 

老朽化する公共施設の維持管理コストの
増大                
【 P37 公的不動産の状況】

人口減少や高齢化により自主財源の確保
が困難になり財政規模が縮小     
【 P38 財政の状況】

高齢化による民生費の増大      
【 P38 財政の状況】

財政規模の縮小を前提としたまち
づくり 

公的不動産や民間活力の活用 

コンパクトにまとまりある都市構
造により効率的な都市経営を進め
る 

立地適正化計画による補助金等の
活用、民間投資の活性、民間施設
の誘導 
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第４章 

磐田市における     

立地適正化計画の    

基本的な考え方

１．まちづくりの方針 
２．目指すべき都市の骨格構造 
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１．まちづくりの方針

★都市計画マスタープランとの整合を図りつつ、以下の４つの「まちづくりの方針」に   

基づき、立地適正化計画における「目指すべき都市の骨格構造」を定めていきます。 

公共交通の充実

安全性の確保

≪公共交通≫ 

≪災害等≫ 

○既存交通網の維持と利用者
確保 

○デマンド型乗合タクシーの
充実

安全性の高い
都市づくり 

方 針 ４

方 針 ３

立地適正化計画 
における 

「まちづくりの方針」 

人口密度の維持

都市機能の向上

≪人口動向≫ 

≪生活サービス施設≫ 

○防災施設整備とともに、災害
リスクの高い箇所での開発
抑制

○生活サービス施設の維持・誘
導と利用者確保 

○不足している生活サービス
施設の維持 

○不足機能を補完する公共交
通ネットワークの確保

○人口減少、少子高齢化を前提
とした居住環境の確保、定住
促進 

○徒歩や自転車での暮らしが
可能な都市構造構築 

○地域コミュニティの維持

≪財政≫ ※全方針に関連

○公的不動産や民間活力活用
○コンパクトな都市構造によ
る効率的な都市経営 

○立地適正化計画による支援
メニュー、民間投資の活用

コンパクト・
プラス・ネッ
トワーク型の
都市づくり 

方 針 ２

方 針 １

都市計画 
マスタープラン 
の目標

都市構造上の
課題と対応 

活力を高める
都市づくり 

官民連携の 
都市づくり 

○市街地拡散、低密度化の抑制
○空き家対策

≪土地利用≫ 

『目指すべき都市の骨格構造』
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人口密度の維持

一定の人口密度が確保されているエリアは、医療・福祉・商業等の日常生活に必要な生活サ

ービス施設の維持と不足する生活サービス施設の誘導により、将来にわたって生活のサービ

ス水準を維持し、まちの魅力を高めることで、引き続き居住を誘導し人口密度の維持を図り

ます。

都市機能の向上 

都市の拠点となる JR 駅周辺は、充実した公共交通の利用環境や基盤整備が進んでいる環境を

活かし、広域から多くの人を受け入れる多様な都市機能の誘導を図ります。 

 また、地域の拠点となる豊田・竜洋・福田地区の中心部は、旧来から地域を支えてきた場

であり、日常生活の利便性を支える観点から、地域住民を対象とした都市機能の維持・誘導

を図ります。

遠州豊田 PA スマート IC周辺の大規模商業機能の維持を図ります。

公共交通の充実 

高齢化社会における公共交通は、高齢者をはじめとした交通弱者の移動を支える重要な交通

手段であり、高齢者の外出機会の創出にもつながっていることから、拠点を結ぶ既存のバス

網の維持を図るとともに、デマンド型乗合タクシーの維持・充実を図るため、JR 駅周辺やバ

ス沿線の都市機能の向上による居住の誘導により、公共交通利用者の確保や利用しやすい環

境を創出します。 

安全性の確保 

土砂災害や水害等の災害リスクの高い箇所における住宅開発を抑制します。 

方針１ 

方針４ 

方針３ 

方針２ 
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２．目指すべき都市の骨格構造 

立地適正化計画における「目指すべき都市の骨格構造」は、JR 駅周辺をはじめ、旧来から地

域住民の生活を支えてきた拠点に生活サービス施設を維持・誘導し、それら拠点を公共交通で結

び、コンパクトにまとまりのある市街地を形成し、将来にわたって持続可能な暮らしを実現して

いくために、第２次磐田市総合計画や磐田市都市計画マスタープランに位置付けられた「拠点」

「軸」を基本として下記のとおりとします。 

（目指すべき都市の骨格構造） 

中心都市拠点 

【該当箇所】 

JR磐田駅周辺 

【拠点方針】 

商業・医療・福祉・子育て・教育等、

多様な都市機能の集積や都市型住宅を

誘導 

都市拠点 

【該当箇所】 

JR豊田町駅周辺、JR磐田新駅周辺 

遠州豊田 PAスマート IC周辺 

【拠点方針】 

にぎわい創出を図るため駅利用者や観

光客等も対象とした都市機能の誘導 

大規模商業施設の維持 

地域拠点 

【該当箇所】 

豊田、竜洋、福田地区の中心部 

【拠点方針】 

地域住民の日常生活に必要となる施設

や居住を誘導 

公共交通軸 

【該当箇所】 

鉄道、基幹的なバス路線 

【軸方針】 

移動環境の確保・利用者の確保 

磐田市立 

総合病院 



52 



第４章 磐田市における立地適正化計画の基本的な考え方

53 

■目指すべき都市構造とライフスタイルイメージ 

区分 

調整区域 市街化区域 調整区域 市街化区域 調整区域 

沿岸部 
沿岸部 

（産業拠点）

地域拠点 

（福田・竜洋） 

農地 

（福田・竜洋等） 

中心都市拠点（磐田駅周辺） 

都市拠点（豊田町駅、磐田新駅） 

地域拠点（豊田地区） 

見付地区 

拠点以外の 

市街化区域 

IC・スマート

IC 周辺 

（産業拠点） 

農地 

（岩田・大藤・向

笠等） 

集落部 

（地域拠点、コミュニティ拠

点、既存集落）

山間部 

主な 

居住者 

○交流レク

リエーシ

ョン施設

来訪者 

○工業団地

等の就業

者 

○沿岸部の産業拠点就業世帯 

○ゆとりある生活を求める世帯 

○人口構成は高齢者が多め 

○農家世帯 ○若年の単身世帯 

○市外で就業する世帯 

○充実した子育て・教育環境等を求める若年世帯 

○利便性が高く安心安全な環境を求める高齢者世帯、

単身高齢世帯 

○ゆとりある生活を求めつつも、

適度な利便性の高さも求める

世帯（若年世帯が中心） 

○人口構成は若年者が多め 

○工業団地等の

就業者 

○農家世帯 ○豊かな自然に囲まれた居住環

境や古くから築かれたコミュ

ニティを重視する世帯 

○IC 周辺等の産業拠点就業世帯

や農家世帯 

○交流レ

ク リ エ

ー シ ョ

ン 施 設

来訪者 

ライフ 

スタイル 

－ － ・職住近接により環境負荷の少ない

生活をするライススタイル 

・買回り品、専門品の買物等の際に

は中心都市拠点内の施設を利用

（目的地により公共交通と自動車

をかしこく使い分け）

・職住近接により環

境負荷の少ない生

活をするライスス

タイル 

・日常的な買物等は

地域拠点内の施

設、買回り品、専

門品の買物等の際

には中心都市拠点

内の施設を利用

・通勤通学に公共交通を利用し、徒歩圏内の都市機能

を利用する公共交通及び徒歩中心のライフスタイル 

・通勤通学に公共交通を利用し、

買物等は沿道型商業施設を利

用するなど、かしこく自動車を

利用するライフスタイル 

－ ・職住近接により環

境負荷の少ない生

活をするライスス

タイル 

・日常的な買物等は

集落拠点や市街化

区域内の施設を利

用 

・買回り品、専門品

の買物等の際には

中心都市拠点内の

施設を利用 

・職住近接により環境負荷の少な

い生活をするライススタイル 

・買回り品、専門品の買物等の際

には中心都市拠点内の施設を

利用（目的地により公共交通と

自動車をかしこく使い分け）

－ 

ま
ち
の
将
来
像

都市 

機能 

・交流・レク

リエーシ

ョン施設 

・商業 

（コンビニ） 

・商業（スーパー、コンビニ） 

・医療（診療所） 

・高齢者福祉 

・子育て（保育園・幼稚園・認定こ

ども園、子育て支援センター） 

・金融（銀行・信用金庫） 

・商業（コンビニ） 

・金融（ATM） 

・商業（百貨店、商店街、スーパー、コンビニ） 

・医療（病院、診療所） 

・高齢者福祉 

・子育て（保育園・幼稚園・認定こども園、子育て支

援センター） 

・金融（銀行・信用金庫） 

・商業（スーパー） 

・医療（診療所） 

・高齢者福祉 

・子育て（保育園・幼稚園・認定

こども園） 

－ ・商業（コンビニ） 

・金融（ATM） 

・商業（スーパー、コンビニ） 

・医療（病院、診療所） 

・高齢者福祉 

・子育て(保育園･幼稚園･認定こ

ども園、子育て支援センター) 

・金融（ATM） 

・交流・レ

ク リ エ

ー シ ョ

ン施設 

交通 

条件 

・自動車利用

が中心 

・自動車利用

が中心 

・基幹的バス路線の停留所の徒歩圏 ・自動車利用が中心 

・移動困難者はデマ

ンド及び路線バス

を利用 

・鉄道駅、駅からの徒歩圏・自転車利用圏 

・基幹的バス路線の停留所の徒歩圏 

・幹線道路を利用しやすい 

・路線バスも比較的利用しやすい 

・自動車利用が

中心 

・自動車利用が中心 

・移動困難者はデマ

ンド及び路線バス

を利用 

・自動車利用が中心 

・移動困難者はデマンド及び路線

バスを利用 

・自動車利

用 が 中

心 

主な 

住居 

形態 

－ － ・古くから地域の中心であり自然発

生的な住宅地が並ぶ 

・一部基盤が整備された住宅地に 

居住 

・主に中層の集合住宅や戸建住宅 

・農地に近接し古く

から残る小規模の

集落に居住 

・主に戸建住宅 

・区画整理等により基盤が整備された建物密度の高い

住宅地に居住 

・主に中高層の集合住宅や戸建住宅 

・土地区画整理事業等により基盤

が整備された住宅地に居住 

・主に低中層の集合住宅やゆと 

りある敷地の戸建住宅 

－ ・農地に近接し古く

から残る小規模の

集落に居住 

・主に戸建住宅 

・農地や自然環境に調和した古く

から残る集落や一部基盤が整

備された住宅地に居住 

・主に低層の集合住宅やゆと り

ある敷地の戸建住宅 

－ 
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第５章 

都市機能誘導区域

１．都市機能誘導区域の基本的な考え方
（国の方針） 

２．都市機能誘導区域の設定方針 
（市の方針） 

３．都市機能誘導区域の類型に 
求められる役割と機能 

４．都市機能誘導区域の設定 
５．都市機能誘導区域 
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１．都市機能誘導区域の基本的な考え方（国の方針）

都市機能誘導区域は、都市全体を見渡した上で、医療・福祉・商業施設等の都市機能を都市の

中心拠点や生活拠点に誘導・集約し各種サービスの効率的な提供を図る区域で、どのように誘

導・集約するかが重要となります。 

このような観点から、都市機能誘導区域では、区域と誘導施設を定め、当該区域内において講

じられる税制・金融支援等を事前明示することにより、具体的な立地場所は問わずに、生活サー

ビス施設の誘導を図るもので、これまでの土地利用規制等による取り組みとは異なる仕組みです。 

具体的には、都市計画運用指針（国土交通省）に示す、以下のような区域を都市機能誘導区域

に設定することとされています。 

都市機能誘導区域の設定が考えられる区域（市街化区域内）

●JR駅周辺の業務・商業などが集積する地区等、生活サービス施設※が一定程度充実し

ている区域 

●公共交通沿線など周辺からアクセスの利便性が高い区域 

●徒歩や自転車等により駅やバス停、公共施設から生活サービス施設に容易にアクセス

できる範囲 

●合併前の旧町村の中心部等、生活の拠点としての役割を担ってきた区域 

●原則として、居住誘導区域内の範囲 

※生活サービス施設： 

・医療、福祉 

病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居宅介護事業所、

地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

・子育て、教育 

子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育園等の子育て施設、小学校等の 

教育施設 

・商業、文化 

集客力がありまちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット等の商業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設 

など 
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２．都市機能誘導区域の設定方針（市の方針）

本市においては、前述の「国の方針」及び「第４章まちづくりの方針等」を踏まえ、都市機能

誘導区域の設定に向けた考え方を以下のとおりとします。 

（１）拠点における都市機能の維持・誘導 

JR 駅周辺は、利便性の高い拠点形成に向けて、広域から多くの人を受け入れる多様
な都市機能の維持・誘導を図り、活気やにぎわいが創出できる区域とします。 

・JR 駅周辺 ⇒ 『都市拠点型』の都市機能誘導区域を想定 

各地区の拠点は、生活サービスの水準を維持するため、地域住民を対象とした都市
機能の維持・誘導を図る区域とします。 

・豊田・竜洋・福田地区の中心部 ⇒ 『地域拠点型』の都市機能誘導区域を想定 

【区域を設定する箇所】 

箇 所 都市機能誘導区域の類型 
参考：都市計画マスター 

プランでの位置づけ 

JR 駅周辺 都市拠点型 
中心都市拠点及び都市拠点

内の JR駅周辺 

豊田・竜洋・福田

地区の中心部 
地域拠点型 地域拠点内 

⇒基準１、基準２（P61.62）

（２）拠点以外の生活利便性が高いエリアへ都市機能の誘導 

「都市拠点型」及び「地域拠点型」以外のうち、公共交通沿線徒歩圏で生活サービ
ス施設が集積しており、かつ、生活サービス施設の立地水準を維持できる人口密度が
確保されているエリアは、今後も地域の暮らしを支える観点から都市機能の誘導を図
る区域とします。 

・見付・今之浦地区 ⇒ 『暮らし維持型』の都市機能誘導区域を想定 

【区域を設定する箇所】 

箇 所 都市機能誘導区域の類型 
参考：都市計画マスター 

プランでの位置づけ 

見付・今之浦地区 暮らし維持型※ 中心都市拠点の一部区域 

⇒基準３（P63）

都市機能誘導区域の設定に向けた考え方 
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※暮らし維持型の必要性 

本市の都市拠点や地域拠点以外にも生活サービス施設が一定程度集積し、かつ人口密度の高いエリアが存

在します。これらエリアは公共交通の利便性も高いことから、エリア内の生活サービス施設を維持すること

で周辺の暮らしを確保し、ひいては都市全体の暮らしの確保を図るために、都市機能誘導区域を設定します。 

（３）遠州豊田 PAスマート IC 周辺における大規模商業機能の維持 

遠州豊田 PA スマート IC周辺は、住居系用途地域を含まない市街化区域であり、広
域交通の結節点という特徴を活かし、広域圏を商圏とする大規模商業施設が立地して
います。 
当該施設は、周辺の市街化調整区域内に居住する市民の生活を支えているととも

に、地域の活性化にも資する施設でもあるため、将来的にわたり機能維持を図る観点
から、都市機能誘導区域とします。 
なお、既存の大規模商業機能の維持を図ることのみを目的とすることから、（１）

（２）の類型とは異なる性質の区域として設定します。 

『遠州豊田 PA スマート IC 周辺地区』の都市機能誘導区域を想定 

（４）まちづくりの連続性を考慮した区域設定 

具体的な区域の設定については、土地利用の実態、地域としての一体性、誘導施設
の立地が可能な用途地域等の範囲を考慮して設定します。 
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３．都市機能誘導区域の類型に求められる役割と機能

JR 駅周辺を「都市拠点型」、豊田・竜洋・福田地区の中心部を「地域拠点型」、都市拠点型を

補完する見付・今之浦地区を「暮らし維持型」とし、類型ごとの役割が相互に連携することで  

都市全体の暮らしを確保していきます。 

なお、本市では都市拠点型、地域拠点型、暮らし維持型の都市機能誘導区域の類型に求められ

る役割と機能を以下のとおり整理します。 

（区域の類型に求められる役割と機能） 

区域の類型 区域の役割 

求められる都市機能 

●広域交通（鉄道駅） 

●中枢的な行政機能        

本庁舎・総合健康福祉会館・図書館

など 

●サービス提供範囲が広域      

病院・大規模商業・銀行等の本店  

機能など 

●公共交通（バス路線） 

●行政窓口機能       

交流センター・地域包括支援セン

ターなど 

●サービス提供範囲が日常生活圏

診療所・商業（スーパー、コンビ

ニ）・高齢者福祉（通所・訪問・小

規模多機能型）・子育て（保育園・

幼稚園・認定こども園）・銀行等の

支店機能など 

都市拠点型 
（JR駅周辺） 

市全域を対象と

し た 中 心 点 な 

役割 
◎ ○ 

地域拠点型 
（豊田・竜洋・

福田地区の中心

部） 

地域の中心的な

役割 
－ ◎ 

暮らし維持型 
（見付・今之浦

地区）

都 市 拠 点 型 を 

補完する役割 
○ ○ 

表中の凡例 

◎：類型の特色として特に求められる機能 

○：他の類型と同程度の水準で求められる機能

サービス提供範囲・各機能の維持に必要な周辺人口規模 

大                      小 
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４．都市機能誘導区域の設定

前述の「都市機能誘導区域の設定方針」を踏まえ、以下の３つの基準設定フローにより導き

出された区域を都市機能誘導区域として概ねの範囲を示します。 

基準１：都市拠点型

JR 鉄道駅から徒歩圏内を都市機能誘導区域に設定します。 

（区域設定フロー） 

（都市拠点型の都市機能誘導区域）

凡 例

磐田駅周辺 

(中心都市拠点) 

磐田新駅周辺 

(都市拠点) 

豊田町駅周辺 

(都市拠点) 

「都市拠点型」の都市機能誘導区域 

JR鉄道駅から徒歩圏（半径800ｍ圏）の抽出 

※徒歩圏（再掲）：「都市構造の評価に基づくハンドブック」（国土交通省）に基づく鉄道駅からの一般

的な徒歩圏半径800mを採用 
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基準２：地域拠点型 

豊田・竜洋・福田地区の中心部を都市機能誘導区域に設定します。 

（区域設定フロー） 

（地域拠点型の都市機能誘導区域） 

凡 例

豊田地区 

(地域拠点) 

公共施設及び商業系用途地域を含む最寄バス停留所からの 

徒歩圏（半径500ｍ圏）の抽出 

福田地区 

(地域拠点) 

竜洋地区 

(地域拠点) 

「地域拠点型」の都市機能誘導区域 

※徒歩圏：高齢者にとっても利便性の高い環境とするため「都市構造の評価に基づくハンドブック」（国

土交通省）に基づく高齢者の一般的な徒歩圏半径500ｍを採用 
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基準３：暮らし維持型 

以下のフローにより導き出される箇所を都市機能誘導区域に設定します。 

（区域設定フロー） 

上記で抽出した停留所徒歩圏のうち、 

一定の人口が集積する（人口集中地区及び人口密度40人/ha以上）箇所の抽出 

15本／日以上の比較的利便性の高いバス路線の 

停留所徒歩圏（半径300ｍ圏※）の抽出 

上記箇所のうち、 

生活サービス施設が一定以上集積（医療施設、高齢者福祉施設、商業施設、 

子育て施設、教育施設のうち3種類以上の施設が立地）する箇所の抽出 

※行政機能の立地も考慮 

「暮らし維持型」の都市機能誘導区域 

※徒歩圏：「都市構造の評価に基づくハンドブック」（国土交通省）に基づき、公共交通沿線地域とさ

れるバス停留所徒歩圏半径300ｍを採用 
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（暮らし維持型の都市機能誘導区域） 

凡 例
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（参考：区域設定フローの該当箇所図） 

凡 例
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５．都市機能誘導区域

前項までの各基準に該当する箇所を都市機能誘導区域の適地とした中で、土地利用の実態、用

途地域、地域としての一体性を考慮して区域を設定しました。

凡 例
都市機能誘導区域 

※区域の詳細な箇所については、1/2,500 スケールの図面において別途定めます。 
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第６章 

誘導施設           

（都市機能誘導区域内） 

１．誘導施設の基本的な考え方 
（国の方針） 

２．誘導施設の設定方針 
（市の方針） 

３．誘導施設の設定 
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１．誘導施設の基本的な考え方（国の方針）

誘導施設は、都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき施設です。設定に際しては、当該区域及

び都市全体における現在の年齢別の人口構成や将来の人口推計、施設の充足状況や配置を勘案し、

必要な施設を定めることが望ましいとされています。 

具体的には、都市計画運用指針（国土交通省）に示す、以下のような施設を誘導施設とする、

もしくは含まないこととされています。 

誘導施設として考えられるもの（都市機能誘導区域内）

●医療・福祉 

病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規

模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性

の高まる施設 

●子育て・教育 

子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育園等の

子育て施設、小学校等の教育施設 

●商業・文化 

集客力があり、まちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スー

パーマーケット等の商業施設 

●行政サービスの窓口機能を有する行政施設 

などが考えられます。 

誘導施設として含まないもの

○都市の居住者以外の者の宿泊のみに特化した宿泊施設や、都市の居住者の共同の福

祉や利便に寄与しないオフィス・事務所等の施設 

誘導施設の設定において留意すべき事項

○誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに必要な施設を設定することとなりますが、具

体の整備計画のある施設を設定することも考えられます。 

○都市機能誘導区域外に誘導施設が立地する際は、届出制度の対象となるため、誘導

施設が都市機能誘導区域内で充足している場合には、必要に応じて誘導施設の設定

を見直すことが望ましい。（誘導施設としない） 
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２．誘導施設の設定方針（市の方針）

本市においては、都市計画運用指針（国土交通省）に示される誘導施設の考えを踏まえ、   

P60「区域の類型に求められる役割と機能」を下表のとおり細分化し、都市機能誘導区域の類型

に求められる誘導施設を整理した上で、次項に都市機能誘導区域（地区別）の誘導施設を設定し

ます。なお、遠州豊田 PAスマート IC 周辺は、３つの類型とは異なる性質の区域であり、既存の

都市機能の維持のみを目的とすることから、既存機能のみを誘導施設として設定します。 

★施設の「誘導」には、既存施設の維持（集約、複合化、機能強化）の考え方を含みます。 

（ 都市機能誘導区域の類型に求められる誘導施設） 

施 設 名 称 

誘導施設とするかの有無 
類型に求められ

る誘導施設 
遠
州
豊
田
Ｐ
Ａ

ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
周
辺

理  由 

都
市
拠
点
型

地
域
拠
点
型

暮
ら
し
維
持
型

医療 

施設 

病院 

（内科・外科・小児科） 
○

高齢者や子育て世代が安心した
生活を送るうえで、身近な場所に
おける医療の確保は欠かせない
ため、診療所は全類型において誘
導施設とする。 

◎ － ○ ― 

診療所 

（内科・外科・小児科）
○ ○ ○ ○ ― 

高齢者

福祉 

施設 

地域包括支援センター ○

高齢化に対応するため地域包括
ケアシステムの考えを踏まえ、既
存施設の維持を図る観点から、全
類型において誘導施設とする。 

○ ○ ○ ― 

通所型・訪問型・ 
小規模多機能施設 

×

送迎による利用を基本とした施
設であり、近隣エリアで不足機能
を補完しながら市全体で施設数
を充足させる施設であるため、誘
導施設としない。 

― ― ― ― 

福祉 

施設 
総合健康福祉会館 ○

中枢的な福祉機能を有する施設
で、市全域がサービス提供範囲と
なるため、現在の立地場所を踏ま
え誘導施設とする。 

◎ ― ― ― 

子育て

施設 

子育て支援センター ○
子育てしやすいまちづくりの観
点から既存施設の維持も踏まえ
て誘導施設とする。 

○ ○ ○ ― 

保育園、幼稚園、 

認定こども園 
○

磐田市幼保再編計画との整合を
図りつつ、子育てしやすいまちづ
くりの観点から全類型において
誘導施設とする。 

○ ○ ○ ― 

商業 

施設 

百貨店・大型商業店舗

（小規模店舗の集積等

含む） 

○

百貨店・大型商業店舗は、にぎわ
い創出や交流の促進に寄与する
ものであり特に都市拠点に必要
な誘導施設とする。 

◎ ― ― ◎ 
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施 設 名 称 

誘導施設とするかの有無 
類型に求められ

る誘導施設 
遠
州
豊
田
Ｐ
Ａ

ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
周
辺

理  由 

都
市
拠
点
型

地
域
拠
点
型

暮
ら
し
維
持
型

商業 

施設 

生鮮三品取扱店 

(スーパーマーケット)
○

日常生活に欠かせないスーパー
マーケットは必須であり、全類型
において誘導施設とする。 

○ ○ ○ ― 

生鮮三品取扱店 

（個店）
×

暮らしに必要な機能であるが、小
規模な施設であるため誘導施設
としない。 

― ― ― ― 

コンビニエンスストア ×
道路ネットワークに応じて自動
車に対応して立地する施設であ
るため誘導施設としない。 

― ― ― ― 

金融 

施設 

銀行、信用金庫 ○

全市民に必要な施設であり、サー
ビス圏を考慮して誘導施設とす
る。なお、本店機能は都市拠点型
の誘導施設とする。 

◎ ○ ○ ― 

JA、郵便局、ATM ×
多くの市民が利用できるように
分散立地する性質の施設である
ため、誘導施設としない。 

― ― ― ― 

行政 

施設 

本庁舎 ○

中枢的な行政機能を有する施設
は、交通利便性等を踏まえ、市民
全体のサービス水準維持の観点
から、都市拠点型の誘導施設とす
る。 

◎ ― ― ― 

交流センター ○

日常生活に必要となる行政窓口
機能を有する施設は、全市民に必
要な施設であり、地域コミュニテ
ィの維持や住み良いまちづくり
を進める観点から誘導施設とす
る。 

○ ○ ○ ― 

教育 

文化 

施設 

図書館・ 
学習交流センター 

○

全市民を対象とした教育文化サ
ービスの拠点となる中央図書館
は現在の立地場所を踏まえ誘導
施設とする。また、学習交流セン
ターについては、地域における教
育文化活動を支える施設として
誘導施設とする。 

○ ― ○ ― 

小学校・中学校 ○

学府一体校構想との整合を図り
つつ、拠点性や地域コミュニティ
の核となる役割をもつことから、
現在の立地場所が誘導区域内の
ものについては、維持・機能拡充
を目的とした誘導施設とする。 

○ ○ ○ ― 

文化会館 ×
文化会館の再編により、既に方向
性が示されているため、誘導施設
としない。 

― ― ― ― 

表中の凡例 

◎：類型の特色として特に求められる機能  ○：他の類型と同程度の水準で求められる機能 
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３．誘導施設の設定

 地区別の誘導施設は、「誘導施設の設定方針」や「現在の誘導施設の立地状況（P75 以降参照）」

を踏まえ、下記のとおり設定します。 

（誘導施設（地区別） 一覧） 

施 設 名 称 

都市拠点型 地域拠点型 
暮らし 

維持型 

遠
州
豊
田
Ｐ
Ａ

ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
周
辺
地
区

磐
田
駅
周
辺

豊
田
町
駅
周
辺

磐
田
新
駅
周
辺

豊
田
地
区

竜
洋
地
区

福
田
地
区

見
付･

今
之
浦
地
区

医療 

病院 
（内科・外科・小児科） 

○ ○ ○ ○ 

診療所 
（内科・外科・小児科）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

高齢者 

福祉 
地域包括支援センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福祉 

施設 
総合健康福祉会館 ○ 

子育て 

子育て支援センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

保 育 園 、 幼 稚 園 、

認定こども園 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

商業 

百貨店・大型商業店舗
（小規模店舗の集積等含む）

○ ○ ○ ○ 

生鮮三品取扱店 
（スーパーマーケット）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

金融 銀行、信用金庫 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

行政 

施設 

本庁舎 ○ 

交流センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

教育 

文化 

図書館、 

学習交流センター 
○ ○ ○ ○ 

小学校・中学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

※ ○：誘導施設とするもの  

：前述の誘導施設の設定方針により誘導施設として想定されないもの 
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（地区別の主な誘導施設と誘導の方向性） 

都市拠点型：JR豊田町駅周辺
○ 子育て支援機能

○ 医療福祉機能
○ 商業機能 等

地域拠点型：福田地区
○ 子育て支援機能
○ 診療所
○ スーパーマーケット 等

都市拠点型：JR磐田新駅周辺
○ 子育て支援機能
○ 医療福祉機能
○ 商業機能 等

暮らし維持型：見付・今之浦地区
○ 子育て支援機能
○ 医療福祉機能
○ スーパーマーケット 等

地域拠点型：豊田地区
○ 子育て支援機能

○ 診療所
○ スーパーマーケット 等

地域拠点型：竜洋地区
○ 子育て支援機能
○ 診療所

○ スーパーマーケット 等

都市拠点型：JR磐田駅周辺
○ 商業機能
○ 子育て支援機能
○ 医療福祉機能 等

遠州豊田 PAスマート IC周辺地区
○ 商業機能
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■誘導施設の具体的な対象 

施設分類 
施設の種類 

根拠法 具体的な対象 

医療 

病院 

（内科・外科・小児科）

医療法 

・医療法第１条の５第１項に定める病院 

のうち、診療科目に内科、外科、小児科

のいずれかを含むもの 

（病床数 20 床以上） 

診療所 

（内科・外科・小児科）

・医療法第１条の５第２項に定める病院 

のうち、診療科目に内科、外科、小児科

のいずれかを含むもの 

 （病床数 19床以下）（病床なし） 

高齢者 

福祉 
地域包括支援センター 介護保険法 

・法第 115 条の 46 第 1 項に定める包括的 
支援事業の実施を目的とする施設 
（地域包括支援センター） 

福祉施設 総合健康福祉会館 社会福祉法 
・法第 14 条の 6 に定める市町村が設置す

る福祉に関する事務所 

子育て 

子育て支援センター 児童福祉法 
・法第６条の３第６項に定める地域子育 

て支援事業の実施を目的とする施設 

保育園 児童福祉法 

・法第 39条第 1項に定める保育所 

・法第６条の３第 10 項に定める小規模保

育事業を行う事業所 

・法第６条の３第 12 項に定める事業所 

内保育事業を行う事業所 

幼稚園 学校教育法 
・法第 22条に定める幼稚園 

認定こども園 

就学前の子ど
もに関する教
育、保育等の
総合的な提供
の推進に関す
る法律

・法第２条第６項に定める認定こども園 

商業 

百貨店・大型商業店舗

（小規模店舗の集積等

含む） 

－ 

・日常生活に必要な生鮮食料品や日用品 
に加え、買回り品や専門品を販売する店
舗（大規模小売店舗立地法第３条に定め
る基準面積 10,000 ㎡以上） 

スーパーマーケット － 
・日常生活に必要な生鮮食料品や日用品 

を販売する店舗（大規模小売店舗立地法
第３条に定める基準面積 1,000 ㎡以上） 

金融 銀行、信用金庫 

銀行法 
・法第４条に基づく免許を受けて銀行業 

を営む銀行（政策投資銀行を除く） 

信用金庫法 
・法第４条に基づく免許を受けて金庫事 

業を行う信用金庫及び信用金庫連合会 

行政 交流センター － 
・行政サービスの窓口機能やコミュニ

ティ活動スペース等を有する公共施設 

教育 

・文化 

図書館 図書館法 
・法第２条第１項に規定する図書館 

学習交流センター － 
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参考：都市機能誘導区域（地区別）内の誘導施設の立地状況 

都市拠点型、地域拠点型、暮らし維持型の都市機能誘導区域（地区別）及びその周辺における

現在の誘導施設の立地状況は下記のとおりです。 

（誘導施設の現在の立地状況 一覧） 

施 設 名 称 

都市拠点型 地域拠点型 
暮らし 

維持型 

磐
田
駅
周
辺

豊
田
町
駅
周
辺

磐
田
新
駅
周
辺

豊
田
地
区

竜
洋
地
区

福
田
地
区

見
付
・
今
之
浦

地
区

医療 

病院 
（内科・外科・小児科） 

○1 × × △1 × × × 

診療所 
（内科・外科・小児科）

○10 
○2 

△2 
× × × ○1 

○5 

△1 

高齢者 

福祉 
地域包括支援センター ○1 × × △1 ○1 ○1 ○1 

福祉 

施設 
総合健康福祉会館 ○1 × × × × × × 

子育て 

子育て支援センター ○1 × × ○1 ○1 △1 × 

保 育 園 、 幼 稚 園 、

認定こども園 

○3 

△1 
△2 × 

○2 

△1 
○1 ○1 

○4 

△2 

商業 

百貨店・大型商業店舗
（小規模店舗の集積等含む）

× × × × × × ○1 

生鮮三品取扱店 
（スーパーマーケット）

○4 ○2 × × ○2 ○2 ○4 

金融 銀行、信用金庫 ○5 ○1 × ○3 ○1 ○2 ○7 

行政 

施設 

本庁舎 ○1 × × × × × × 

交流センター ○1 △1 △1 ○1 ○1 ○1 ○1 

教育 

文化 

図書館、 

学習交流センター 
○1 × × × ○1 ○1 ○1 

小学校・中学校 ○2 △2 △2 ○1 ○1 ○1 ○1 

※○：誘導区域内に立地している  △：誘導区域周辺に立地している

 ×：立地していない      ：誘導施設として想定されないもの 

※表中の数字は立地件数
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（誘導施設の現在の立地状況 地区別） 

■都市拠点型：JR 磐田駅周辺

【現況】 

概ね全分野の都市機能が充足しています。 

【誘導の方向性】既存施設の維持を基本と

しながら、複合や集約化等も含め質の高

い多様な都市機能（商業・医療・福祉等）

を誘導します。

（現況立地状況） 

■都市拠点型：JR 豊田町駅周辺

【現況】医療・商業機能の利便性が高く、

他の機能も近接する豊田地区や周辺に立

地しています。

【誘導の方向性】既存施設の維持を基本と

しながら、不足施設の誘導により駅の魅

力を高めます。

（現況立地状況） 

区域内 周辺

病院（内科・外科・小児科） × ×

診療所（内科・外科・小児科） ○2 ○2

高齢者福祉 地域包括支援センター × ×

福祉 総合健康福祉会館 × ×

子育て支援センター × ×

保育園、幼稚園、認定こども園 × ○2

百貨店・大型商業店舗 × ×

生鮮三品取扱店
（スーパーマーケット）

○2 ×

金融 銀行、信用金庫 ○1 ×

本庁舎 × ×

交流センター × ○1

図書館、学習交流センター × ×

小学校・中学校 × ○2

※周辺：誘導区域外で拠点内（駅徒歩圏：概ね半径800メートル圏内）の区域

※表中の数字は立地件数

誘導施設
現況立地

医療

子育て

商業

教育
文化

行政

豊田ハートクリニック

ペインクリニック山城

ますいこどもクリニック

業務用スーパーアミカ磐田店

マックスバリュ豊田店

青城幼稚園

こうのとり豊田保育園

豊田南中学校

青城小学校

青城交流センター

青島循環器科・内科医院

上杉内科医院

学習交流センター

清水銀行
磐田支店

静岡中央銀行
磐田支店

磐田信用金庫
本店営業部

山下クリニック

サーククリニック

北原医院
浜松信用金庫磐田支店

文化振興センター
市民文化会館

中泉交流センター

岡田医院

中泉保育園

鈴木小児科医院

磐田西幼稚園 磐田中部小学校

磐田西小学校
磐田第一中学校

さくら
クリニック

アピタ磐田店

三菱東京 UFJ銀行磐田支店
スルガ銀行磐田支店
静岡銀行磐田支店

磐田中部幼稚園

マックスバリュ磐田中泉店

新都市病院

二之宮保育園

磐田信用金庫西支店

バロー磐田店

磐田市役所

総合健康福祉会館（地域
包括支援センター、子育
て支援センター）

とものクリニック

掛川信用金庫
磐田支店

業務スーパー磐田店

木佐森医院
こうのとり保育園
子育て支援センターエンジェル

ユーコープ
国府台店

区域内 周辺

病院（内科・外科・小児科） ○1 ×

診療所（内科・外科・小児科） ○10 ×

高齢者福祉 地域包括支援センター ○1 ×

福祉 総合健康福祉会館 ○1 ×

子育て支援センター ○1 ×

保育園、幼稚園、認定こども園 ○3 △１

百貨店・大型商業店舗 × ×

生鮮三品取扱店（スーパーマーケット） ○4 ×

金融 銀行、信用金庫 ○5 ×

本庁舎 ○1 ×

交流センター ○1 ×

図書館、学習交流センター ○1 ×

小学校・中学校 ○2 ×

※周辺：誘導区域外で拠点内（駅徒歩圏：概ね半径800メートル圏内）の区域

※表中の数字は立地件数

誘導施設

医療

子育て

商業

教育

文化

行政

現況立地

磐田信用金庫
国府台支店

遠鉄ストア磐田店

磐田信用金庫今之浦支店

マム磐田南店

ひよこ保育園

エブリィビッグデー磐田店

とよだ青葉クリニック

浜松信用金庫豊田支店

遠州信用金庫
豊田支店

豊田南幼稚園豊田みなみ保育園

豊田南小学校
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■都市拠点型：JR 磐田新駅周辺

【現況】誘導施設の立地がない状況です。

【誘導の方向性】駅の開業と合わせて多様

な都市機能の誘導を図ります。また産業

の拠点に隣接していることや区画整理事

業の推進により若者世帯の増加が見込ま

れる地区であることから、特に子育て・

医療機能の誘導が求められます。

（現況立地状況） 

■地域拠点型：豊田地区

【現況】近接する JR 豊田町駅に機能を補完

する施設が多く立地しています。 

【誘導の方向性】既存機能の維持を基本と

しながら、JR 豊田町駅周辺と補完し合う

生活サービス施設を誘導します。

（現況立地状況） 

神明中学校

東部小学校

御厨交流センター東部幼稚園

男女共同参画センター「ともりあ」
豊田地域包括支援センター
市民活動センター「のっぽ」
豊田支所

子育て支援センター「ニッセの部屋」
井通交流センター
教育支援センター

アミューズ豊田

豊田図書館

静岡銀行豊田支店

浜松信用金庫豊田支店

遠州信用金庫豊田支店

磐田信用金庫豊田支店

豊田南幼稚園
豊田みなみ保育園

にじいろ保育所

豊田えいせい病院

豊田南小学校

青城交流センター

豊田南中学校

区域内 周辺

病院（内科・外科・小児科） × ×

診療所（内科・外科・小児科） × ×

高齢者福祉 地域包括支援センター × ×

福祉 総合健康福祉会館 × ×

子育て支援センター × ×

保育園、幼稚園、認定こども園 × ×

百貨店・大型商業店舗 × ×

生鮮三品取扱店
（スーパーマーケット）

× ×

金融 銀行、信用金庫 × ×

本庁舎 × ×

交流センター × ○1

図書館、学習交流センター × ×

小学校・中学校 × ○2

※周辺：誘導区域外で拠点内（駅徒歩圏：概ね半径800メートル圏内）の区域
※表中の数字は立地件数

医療

子育て

商業

教育

文化

行政

誘導施設
現況立地

区域内 周辺

病院（内科・外科・小児科） × ○1

診療所（内科・外科・小児科） × ×

高齢者福祉 地域包括支援センター × ○1

福祉 総合健康福祉会館 × ×

子育て支援センター ○1 ×

保育園、幼稚園、認定こども園 ○2 ○1

百貨店・大型商業店舗 × ×

生鮮三品取扱店
（スーパーマーケット）

× ×

金融 銀行、信用金庫 ○3 ×

本庁舎 × ×

交流センター ○1 ×

図書館、学習交流センター × ×

小学校・中学校 ○1 ×

※周辺：誘導区域外で拠点内（徒歩圏：概ね半径500メートル圏内）の区域

※表中の数字は立地件数

医療

誘導施設
現況立地

子育て

商業

教育
文化

行政
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■地域拠点型：竜洋地区

【現況】診療所の立地がなく周辺において

も機能を補完する施設がない状況です。

【誘導の方向性】既存施設の維持を基本と

しながら、不足する医療施設（診療所）

を誘導します。

（現況立地状況） 

■地域拠点型：福田地区

【現況】概ね全分野が充足している状況で

す。 

【誘導の方向性】既存施設の維持を基本と

しながら、必要に応じて機能強化（施設

件数を増やす等）を図ります。 

（現況立地状況） 

区域内 周辺

病院（内科・外科・小児科） × ×

診療所（内科・外科・小児科） ○1 ×

高齢者福祉 地域包括支援センター ○1 ×

福祉 総合健康福祉会館 × ×

子育て支援センター × ○1

保育園、幼稚園、認定こども園 ○1 ×

百貨店・大型商業店舗 × ×

生鮮三品取扱店
（スーパーマーケット）

○2 ×

金融 銀行、信用金庫 ○2 ×

本庁舎 × ×

交流センター ○1 ×

図書館、学習交流センター ○1 ×

小学校・中学校 ○1 ×

誘導施設
現況立地

医療

子育て

商業

教育
文化

行政

※周辺：誘導区域外で拠点内（徒歩圏：概ね半径500メートル圏内）の区域
※表中の数字は立地件数

竜洋交流センター竜洋支所

地域子育て支援センター「こどもの家」

竜洋地域包括支援センター

竜洋中学校

磐田市立竜洋図書館

なぎの木会館

竜洋幼稚園

フードマーケットマム竜洋店

磐田信用金庫竜洋支店

遠鉄ストア竜洋店
竜洋東小学校

竜洋東保育園

田上診療所

磐田市立福田図書館

福田中央交流センター

マックスバリュ福田店

福田地域包括支援センター
福田支所

磐田信用金庫福田支店

静岡銀行福田支店

福田小学校福田こども園
子育て支援センターふわっと

小池内科医院

本田クリニック

福田中幼稚園

食鮮館タイヨー福田店

区域内 周辺

病院（内科・外科・小児科） × ×

診療所（内科・外科・小児科） × ×

高齢者福祉 地域包括支援センター ○1 ×

福祉 総合健康福祉会館 × ×

子育て支援センター ○1 ×

保育園、幼稚園、認定こども園 ○1 ×

百貨店・大型商業店舗 × ×

生鮮三品取扱店

（スーパーマーケット）
○2 ×

金融 銀行、信用金庫 ○1 ×

本庁舎 × ×

交流センター ○1 ×

図書館、学習交流センター ○1 ×

小学校・中学校 ○1 ×

※周辺：誘導区域外で拠点内（徒歩圏：概ね半径500メートル圏内）の区域

※表中の数字は立地件数

誘導施設
現況立地

医療

子育て

商業

教育

文化

行政
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■暮らし維持型：見付・今之浦地区

【現況】概ね全分野の都市機能が充足して

います。 

【誘導の方向性】現状の利便性の高い環境

を保つため、既存施設の維持を基本とし

ながら、人口密度が比較的高い特性を踏

まえ、需要の動向に応じた誘導を図りま

す。

（現況立地状況） 

区域内 周辺

病院（内科・外科・小児科） × ×

診療所（内科・外科・小児科） ○5 ○1

高齢者福祉 地域包括支援センター ○1 ×

福祉 総合健康福祉会館 × ×

子育て支援センター × ×

保育園、幼稚園、認定こども園 ○4 ○2

百貨店・大型商業店舗 ○1 ×

生鮮三品取扱店

（スーパーマーケット）
○4 ×

金融 銀行、信用金庫 ○7 ×

本庁舎 × ×

交流センター ○1 ×

図書館、学習交流センター ○1 ×

小学校・中学校 ○1 ×

※周辺：誘導区域外だが誘導区域に隣接する区域

※表中の数字は立地件数

現況立地

子育て

商業

教育

文化

医療

行政

誘導施設

遠鉄ストア見付店

磐田市立中央図書館

みつけ内科クリニック

磐田北保育園
伊藤医院

神林クリニック

磐田北幼稚園
磐田北小学校

見付交流センター

北部地域包括支援センター

すずきハートクリニック
静岡銀行
見付支店

静岡県中遠総合庁舎

磐田信用金庫
見付支店

マックスバリ
ュエクスプレ
ス磐田見付店

いずみ保育園
片桐医院

いずみ第三保育園

田中医院

交通安全
教育センター

遠鉄ストア磐田店

磐田信用金庫今之浦支店

掛川信用金庫
磐田支店磐田市役所

アピタ磐田店

スルガ銀行磐田支店
三菱東京 UFJ 銀行磐田支店

静岡銀行磐田支店

業務スーパー磐田店
金田内科医院

第一中学校

総合健康福祉会館（地域
包括支援センター、子育
て支援センター）

木佐森医院

磐田信用金庫国府台支店
ユーコープ国府台店

さくら
クリニック 中部小学校

ひよこ保育園

こうのとり
保育園
子育て支援
センターエ
ンジェル

磐田西小学校
磐田西幼稚園

磐田聖マリア幼稚園

城山中学校

ハートセンター磐田

富士見小学校

磐田信用金庫
富士見町支店

川口医院

和田整形外科・
外科医医院

子育て支援センター
こどもの森の広場
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第７章 

居住誘導区域

１．居住誘導区域の基本的な考え方 
（国の方針） 

２．居住誘導区域の設定方針 
（市の方針） 

３．居住誘導区域の設定 
４．居住誘導区域 
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１．居住誘導区域の基本的な考え方（国の方針）

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することに

より、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域のことで

す。 

具体的には、都市計画運用指針（国土交通省）に示す、以下のような区域を居住誘導区域に設

定することとされています。 

居住誘導区域への設定が考えられる区域（市街化区域内）

●生活サービス施設や居住が集積している都市機能誘導区域並びにその周辺の区域 

●都市機能誘導区域に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市機能

誘導区域に立地する生活サービス施設の利用圏として一体的な区域 

●合併前の旧町村の中心部等、生活サービス施設や居住が一定程度集積している区域の

周辺 

※居住誘導区域に含まない、慎重に判断する区域の区分け 

都市計画運用指針 区  域 
本市の市街化

区域内の状況 

１ 都市再生特別措置

法、同法施行令に

より居住誘導区域

に含まないことと

されている区域 

・市街化調整区域 ― 

・建築基準法に規定する災害危険区域の

うち、条例により住居の建築が禁止され

ている区域（※） 

該当あり 

（急傾斜地崩壊

危険区域） 

・農用地区域又は農地法に掲げる農地若

しくは採草放牧地の区域 
該当なし 

・自然公園法に規定する特別地域 該当なし 

・森林法に指定される保安林区域 該当あり 

・自然環境保全法に規定する原生自然

環境保全地域又は特別地区 
該当なし 

２ 居住誘導区域に含

めることについて

慎重に判断する区

域 

・工業専用地域 該当あり 

・特別用途地区 該当あり 

（流通業務地区） 

・土砂災害特別警戒区域 該当あり 

・津波災害特別警戒区域 区域設定なし 

・洪水浸水想定区域 該当あり 

・工業系用途地域で引き続き居住の誘導

を図るべきではないと市が判断する区域 
該当あり 
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２．居住誘導区域の設定方針（市の方針）

本市においては、前述の「国の方針」及び「第４章まちづくりの方針等」を踏まえ、居住誘導

区域の設定に向けた考え方を以下のとおりとします。 

（１）人口密度が高く生活サービス施設の維持が可能となる利用者が確保で

きる区域とします。  

⇒基準１

（２）JR 駅へのアクセスや医療・買い物などの生活サービス施設へのアクセ

スが良い比較的利便性の高い公共交通沿線とします。 

（都市機能誘導区域へのアクセスが容易）  

⇒基準２

（３）市街化区域内の産業集積地は、人口減少下においても都市の活力を維

持し雇用の確保を図る観点から、居住誘導区域から除外し、産業基盤

の維持・拡充を図ることとします。

⇒基準３

（４）市街化区域内において自然環境が残る区域は、居住誘導区域から除外 

し、保全を図ることとします。  

⇒基準３

（５）土砂災害や水害等の災害の危険性が高いと市が判断する区域は、市民

が安全に暮らせる環境として適さないため、居住誘導区域から除外し

ます。  

⇒基準３

居住誘導区域の設定に向けた考え方 
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３．居住誘導区域の設定

★以下の３つの基準を踏まえ、居住誘導区域の概ねの範囲を示していきます。 

基準１：人口集中地区（DID地区）及び人口密度40人/ha以上の箇所

日常生活に必要となる生活サービス施設の立地を維持するために必要とされる、一定の人

口密度が確保されている「DID 地区※」及び「人口密度が 40 人／ha※以上」の箇所を、居住

誘導区域に設定します。 

（DID 地区及び人口密度 40 人/ha 以上の箇所）

凡 例

※DID地区：人口密度が市街地の目安である40人／ha以上の区域が隣接し、人口が5,000人以上となる地区 

※40人／ha：都市計画法施行規則に定める住居系既成市街地の人口密度の基準で、生活サービス施設の立地に必要と

なる人口密度の目安 
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基準２：JR駅の徒歩圏及び比較的利便性の高い公共交通沿線

「JR 駅の徒歩圏」や、地域拠点及び生活サービス施設が一定以上集積しているエリアに比

較的容易にアクセスできる「15 本／日以上の比較的利便性の高い路線バスが通る停留所徒歩

圏」を居住誘導区域に設定します。 

JR 駅の徒歩圏：一般的な徒歩圏である駅から半径 800ｍの範囲 

停留所の徒歩圏：一般的な徒歩圏である停留所から半径 300ｍの範囲 

（JR 駅徒歩圏及び 15 本/日以上の路線バスが通る停留所徒歩圏）

凡 例 

磐田天竜線 

城之崎線 

労災篠ケ瀬線 

磐田市立病院福田線 

城之崎線 

城之崎線 

労災篠ケ瀬線 

磐田市立病院福田線 
掛塚さなる台線 

※一般的な徒歩圏：「都市構造の評価に基づくハンドブック」（国土交通省）に基づく半径 800m、バス停は誘致距離を

考慮し300ｍを採用 
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基準３：居住誘導区域に含まない区域

産業振興を図るべき区域として「工業専用地域、工業地域及び流通業務地区」、自然環境保

全を図るべき区域として「保安林区域」を居住誘導区域から除外します。 

また、災害危険の高い「災害危険区域」、「洪水浸水想定区域（H16 年集中豪雨に基づく）の

うち浸水深２ｍ以上※」、「洪水浸水想定区域のうち浸水深２ｍ以上※」、「土砂災害特別警戒

区域」を居住誘導区域から除外します。 

（産業振興や自然環境保全を図るべき区域及び災害の危険性が高い区域） 

凡 例

※H16 年の集中豪雨に基づく洪水浸水想定区域（2m以上）は市街化区域内に該当箇所なし

※浸水深２ｍ以上：東日本大震災における建物被災状況の結果から、浸水深 2m 以下の場合には建物が全壊となる割合 

が大幅に低下する傾向がみられたため２ｍ以上と設定 
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４．居住誘導区域

基準１及び基準２に該当する区域から基準３の区域を除外した区域を居住誘導区域とした中

で、土地利用の実態、用途地域、地域としての一体性を考慮して区域を設定しました。 

凡 例
※市街化区域に占める面積割合 65％（居住誘導区域 1,835ha／市街化区域 2,819ha）

※区域の詳細な箇所については、1/2,500 スケールの図面において別途定めます。 
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第８章 

誘導施策

１．届出制度 
２．誘導施策の基本的な考え方 
３．誘導施策 
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１．届出制度

（１）届出の目的 

本市では、都市再生特別措置法に基づく届出制度の運用により、誘導区域外における建築物

等の開発及び建築行為の動向を把握するとともに、届出者に対して誘導区域における施策に関

する情報提供等を行うことにより、時間をかけて緩やかに誘導を図ります。 

（２）届出の必要な建築等の行為 

都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定により届出の必要な建築等の行為については、

次のとおりです。 

① 都市機能誘導区域外で行う行為（行為に着手する 30 日前までに届出） 

  ・誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

  ・誘導施設を有する建築物の新築、改築、もしくは建築物の用途を変更して当該誘導施設

を有する建築物とする建築行為 

② 居住誘導区域外で行う行為（行為に着手する 30 日前までに届出） 

・３戸以上の住宅の建築、もしくは１戸又は２戸の住宅の建築で、その規模で 1,000 ㎡以

上の開発行為 

  ・住宅等の新築、もしくは建築物を改築・用途変更して住宅等とする建築行為（３戸未満

の住宅に係るものを除く） 

都市計画区域

対象区域のイメージ

※各都市機能誘導区域により、設定してい

る誘導施設が異なるため、他区域で設定

し、当該区域で設定していない誘導施設を

設置する場合は届出が必要となります。

届出の対象となる開発行為（例） 届出の対象となる建築等行為（例）
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２．誘導施策の基本的な考え方

本市では、都市の持続的な発展を図るため、これまでに市街地整備や JR駅周辺の整備等を実

施してきました。平成 32 年には JR 磐田新駅の開業を予定しており、今後は、これらの整備さ

れた都市基盤を有効活用する視点が重要となります。 

また、都市計画運用指針（国土交通省）では、都市機能誘導区域内に誘導を図る誘導施設に

対して財政上、金融上、税制上の支援策等を本計画に記載することができ、国の支援施策等の

活用が検討できることとされています。 

これらを踏まえ、都市機能の誘導に向けては、民間活力の活用に主眼を置き、誘導型の手法・

手段により緩やかに誘導を図ることを施策の基本的な考え方とします。  

行政においては、前述の届出制度の運用に加え、未整備の都市基盤等の整備や誘導に資する

施策に取り組むことで誘導を支援しつつ、目標の達成状況等により必要に応じて国の支援施策

等の活用を検討していくこととします。 

（施策の基本的な考え方 イメージ図） 

     これまでに整備された都市基盤 

必要に応じて活用の検討 

【行政】 

土地区画整理

事業等のこれ

までの取組 

【行政･民間】 

未整備箇所の

基盤整備･活用 

【行政】 

届出制度 

の運用 

【行政】 

運営支援等の

既存の取組の

継続 

連携施策に
よる支援

これまでの投
資の有効活用

誘導を促進
する支援

ゆるやかな
誘導

【行政・民間】 

誘導施設の整備 

・機能拡充等 【国の支援措置】

財政･金融･税制 

の活用検討 

財政・金融・税制の 

支援メニューのうち

要件を満たすもの

未整備箇所 

民間活力の活用
による誘導

都市機能誘導区域

居住誘導区域
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３．施策

誘導施策については、「国等が直接行う施策」、「国の支援を受けて市が行う施策」、「市の取り組

み」の３つに大別します。 

都市機能誘導区域における誘導施策 

①国等が直接行う施策 

○金融支援 

  ・民間都市開発推進機構による金融上の支援措置 

○税制支援 

  ・都市機能誘導区域の外から中への事業用資産の買換特例 

  ・誘導施設の整備の用に供するために土地等を譲渡した場合の買換特例 

  ・都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例 

  ・誘導施設とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税・都市計画税の 

特例措置 

②国の支援を受けて市が行う施策 

○財政支援 

・社会資本整備総合交付金の活用による都市機能誘導区域に誘導すべき施設の設置に対 

し、国と市が実施する財政支援等 

（都市機能立地支援事業、都市再構築戦略事業等） 

○都市計画制度の特例 

・指定エリア内の誘導施設の容積率・用途制限を緩和する特例 

③市の取り組み 

 ○JR 磐田新駅の設置 

・新駅の設置を推進し、新たな都市拠点として位置づけ、広域から多くの人を受け入れる

都市機能の誘導を図る 

○交流センターの機能拡充 

  ・多世代の交流や健康づくり、介護予防、相談など地域活動の拠点となる交流センターの 

機能充実 
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居住誘導区域における誘導施策 

①国の支援を受けて市が行う施策 

  ○土地区画整理事業の推進 

・JR 磐田新駅周辺の新貝・鎌田第一土地区画整理事業の推進による定住促進 

②市の取り組み 

○土地区画整理事業の側面支援 

  ・見付美登里地区の民間土地区画整理事業の側面支援による住宅基盤の整備 

○中古住宅リフォーム補助制度 

・新たな定住者を確保し、健全な地域コミュニティの保持及び空き家の有効活用等を図る

ため、空き家を購入しリフォーム工事を行う者に対して工事費の一部を助成 

○空き家対策 

  ・空家等対策特別措置法に基づく「特定空家」に該当する建築物等の解体に要する工事費 

の一部を助成し、新たな土地活用の促進を図る 

公共交通の維持・充実を図るための施策 

①国の支援を受けて市が行う施策 

  ○JR 磐田新駅周辺整備の推進 

・社会資本整備総合交付金等の財政支援を活用して、アクセス道路や歩行空間、駐輪場等

の整備により交通結節機能の充実を図る 

②市の取り組み 

○既存公共交通の維持 

  ・民間バス事業者及び天竜浜名湖鉄道への財政支援 

○継続性の高い公共交通手段の確保 

・デマンド型乗合タクシーの維持・充実により高齢者や交通弱者の移動手段を確保 
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第９章

計画の評価と進行管理

１．目標指標の基本的な考え方 
２．目標指標の設定 
３．計画の進行管理と見直しについて
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１．目標指標の基本的な考え方

本市では、将来にわたり都市機能誘導区域内の生活サービス施設の維持・充実を図るこ

とで周辺の居住誘導区域に人を呼び込み人口密度の低下を抑制していくことを目標として

いることから、「人口密度の維持」、「市民意識としての住みやすさの維持」を指標として  

目標値を設定し、達成状況等により必要に応じて計画の見直しを行います。 

２．目標指標の設定

指標① 

現状値 
現状のまま 

推移した場合 
目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点） 
Ｈ22 H47 

（中期） 
Ｈ32 

（長期） 
Ｈ47 

居住誘導区域内の 
人口密度 

44.0 人/ha 38.1 人/ha 
44.0 人/ha 
以上の維持 

40.0 人/ha 
以上の維持 

【設定の考え方】 

・居住誘導区域内の人口密度は、現状 44.0 人/ha となっています。中期目標は現状値以上
の維持、長期目標は 40人/ha※以上の維持とします。 

【人口密度の算出方法】 

・国勢調査値を基に GIS 計測を行い、「居住誘導区域に居住する人口」を「居住誘導区域面
積」で除して算出。 

 居住誘導区域の面積 ：約 1,835ha 
 居住誘導区域内に居住する人口：約 80,728 人（H22）、約 69,926 人（H47推計値） 

【参考値】 

・居住誘導区域内の可住地※での人口密度は、70.1 人/ha（H22）、現状のまま推移した場
合は 57.7 人/ha(H47)となります。 
※可住地：都市計画基礎調査の土地利用別面積のうち、住宅用地・商業用地・田・畑・
その他の空地（建物跡地等の未利用地や平面駐車場等） 

・居住誘導区域内の可住地面積 ：約 1,151ha 
 ・居住誘導区域内に居住する人口：約 80,728 人（H22）、約 69,926 人（H47 推計値） 

指標②
現状値 目標値 

（ﾃﾞｰﾀ時点） 
Ｈ27 

（中期） 
Ｈ32 

（長期） 
Ｈ47 

住みやすさを感じる 
市民の割合

約 47％ 約 50％以上 約 50％以上 

【設定の考え方】 

・住みやすさを感じている市民の割合は、現状値で約 47％となっていますが、中期・長期
目標では、市民の半数以上を目標値として設定します。 

【指標の算出方法】 

・市民意識調査の『住生活の向上』に関する設問において「満足」、「やや満足」と回答す
る市民の割合 

※長期目標値：本計画最終年度（H49）直近の国勢調査値を採用する 

※40人／ha：都市計画法施行規則に定める住居系既成市街地の人口密度の基準で、生活サービス施設の立地に必要と

なる人口密度の目安 
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３．計画の進行管理と見直しについて

本計画の計画期間内においては、施策の進行状況や社会的な動向の変化も予想されるため、

上位計画や関連計画の見直しとの整合を図りつつ、２で設定した目標値の達成状況の評価を

行い、本計画の進捗状況や妥当性等を精査、検証していきます。検証の結果、必要に応じて

適宜計画の見直しを実施していきます。 

 具体的には、以下に示す PDCA サイクルの考え方に基づき、適切な進捗管理を行いつつ、目

標値の達成を目指していきます。 

（PDCA サイクルの考え方） 

（評価・検証による計画推進のイメージ）

Plan 
（計画） 
計画の策定 

（誘導区域設定・誘

導施策検討）

Do 
（実行） 

届出制度の運用

誘導施策の推進 

Check 
（評価） 

目標値の達成及

び施策進捗の把

握・検証

Action 
（改善） 
改善点の抽出

計画の見直し 

(年度) 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40～49 

策

定1 2 3 4 5 

基
礎
調
査

都
市
計
画

国
勢
調
査

基
礎
調
査

都
市
計
画

国
勢
調
査

1 2 3 4 5 

５年間での取組 ５年間での取組 評
価

評
価

評
価

評
価

基
礎
調
査

都
市
計
画

国
勢
調
査

必要に応じて計画の見直し 
・誘導区域・施設 
・誘導施策 
・目標値設定等
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１．国等の支援制度の例 
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１．国等の支援制度の例

金融上の支援制度

誘導施設整備に対する融資（民都機構による金融支援） 

【対象となる区域】 

都市機能誘導区域内において規模要件緩和 

【対象となる整備内容】 

以下に合致することが支援の条件となる 

・以下のいずれかの建築物を整備する事業であること 

①防災上有効な施設（防災備蓄倉庫、退避施設等）を有し、かつ、環境

に配慮した建築物 

②地域の生活に必要な都市機能（医療・福祉、商業等）を有する建築物 

・広場、緑地等の公共施設整備を伴うこと 

・事業用地が 500 ㎡以上であること 

・延床面積が原則 2,000 ㎡以上であること 

【規模】誘導施設を含む事業：500 ㎡以上、それ以外の区域：0.1ha 以上 

【対象】民間事業者 

【貸付限度額】

①公共施設等整備費、②総事業費の 50%、③資本の額の 50%（誘導施設がある

場合は、その整備費を①に上積み可 ）のうち最も少ない額 
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税制上の支援制度

■移転を誘導するため（事業協力者） 

・都市機能を誘導すべき区域の外から内への事業用資産の買換え特例（３年間） 

⇒譲渡資産の譲渡益の 80％について課税を繰り延べ（損金算入） 

■都市機能を誘導する事業の促進（事業協力者） 

・誘導すべき都市機能の整備の用に供する土地等を譲渡した場合の特例

概要 措置 

○居住用資産を譲渡し、整備

された建築物を取得する

場合 

買換特例 所得税 100％ 

○居住用資産を譲渡し、特別

の事情により整備された

建築物を取得しない場合

の所得税（個人住民税）の

軽減税率 

原則：15％（５％）→6,000 万円以下 10％（４％） 

○長期保有（５年超）の土地

等を譲渡する場合 

所得税（個人住民税）： 

軽減税率原則 15％（５％）→2,000 万円以下 10％（４％） 

法人税： 

５％重課→５％重課の適用除外 

・都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例

概要 措置 

○長期保有（５年超）の土

地等を譲渡する場合

所得税（個人住民税）： 

軽減税率原則 15％（５％）→2,000 万円以下 10％（４％） 

法人税： 

５％重課→５％重課の適用除外 

○当該法人の行う都市機能

の整備等のめに土地等を

譲渡する場合 

1,500 万円特別控除

■都市機能を誘導する事業の促進（事業者） 

・都市機能とあわせて整備される公共施設、都市利便施設への固定資産税・都市計

画税の課税標準の軽減措置

５年間 1/5を軽減 

               出典：国土交通省資料 
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財政上の支援制度

都市機能立地支援事業（新規）、都市再構築戦略事業（拡充）

【対象となる区域】 

都市再生整備計画に位置づけされた都市機能誘導区域かつ駅から半径１㎞又

は基幹的バス停から半径 500m 

【対象となる整備内容】 

医療・福祉・商業等の誘導施設を含み、拠点機能強化につながるような核と

なる施設整備が支援の対象であり、以下に合致することが条件となる 

・郊外からまちなかへの移転、施設の統合、他の施設との合築、公共施設

等総合管理計画との整合のいずれか 

・他省庁の補助制度がないこと 

・都市再生整備計画の策定が必要 

【対象】民間・公共 

【補助率】1/2 等 

都市計画の特例制度

特定用途誘導地区

【対象となる区域】 

都市機能誘導区域内のうち指定したエリア 

【内容】 

都市機能誘導区域内で、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることにより、誘導

施設を有する建築物について容積率・用途制限を緩和 

【都市計画に定める事項】

建築物の容積率の最高限度 

建築物等の誘導すべき用途 

建築物の高さの最高限度（市街地の環境を確保するために必要な場合のみ） 

対象区域のイメージ 

出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省、H28 年） 

容積率規制や用途規制のイメージ 


